
日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
一
考
察
（
瀧
川
）

二
三
五

日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
一
考
察

─
「
令
和
三
年
二
月
入
管
法
改
正
法
案
」
挫
折
の
背
景

─
瀧

　
　川

　
　修

　
　吾

一
　
問
題
の
所
在
（
共
生
社
会
の
理
想
と
難
民
認
定
率
の
低
さ
）

名
古
屋
出
入
国
在
留
管
理
局
の
施
設
に
収
容
さ
れ
、
体
調
不
良
を
訴
え
て
い
た
三
〇
代
の
女
性
が
、
二
〇
二
一
年
三
月
六
日
に
死
亡
す

る
と
い
う
大
変
痛
ま
し
い
事
件
が
発
生
し
た

（
１
）

。
女
性
は
「
不
法
滞
在
」
で
昨
年
八
月
二
〇
日
か
ら
同
入
管
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
た
が
、

亡
く
な
る
二
日
前
に
診
察
し
た
医
師
が
「
仮
放
免
」
を
勧
め
る
報
告
を
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
所
轄
の
最
上
級
行
政
庁
た
る
法
務

省
が
同
九
日
に
公
表
し
た
事
件
の
中
間
報
告
に
は
こ
れ
ら
の
事
実
に
つ
い
て
記
載
が
な
か
っ
た
と
い
う

（
２
）

。
そ
の
こ
と
が
関
係
者
へ
の
取
材

で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
が
四
月
二
三
日
の
こ
と
で
、
折
も
折
、
国
会
で
は
二
月
一
九
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認

論

　説

）
七
六
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
三
六

定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
」（
以
下
、
同
法
は
入
管
法
と
略
記
す
る
）
が
審
議
さ
れ
て
い
た

（
３
）

。

入
管
法
改
正
案
に
反
対
す
る
動
き
は
、
こ
の
事
件
へ
の
疑
惑
が
明
る
み
に
で
る
と
一
層
の
高
ま
り
を
み
せ
た

（
４
）

。
当
時
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の

第
四
波
に
よ
う
や
く
収
束
の
兆
し
が
現
れ
る
か
と
い
う
微
妙
な
時
期
に
あ
っ
た
が
、
い
ま
だ
ワ
ク
チ
ン
接
種
も
軌
道
に
乗
っ
て
い
る
と
は

言
い
難
い
状
況
に
あ
っ
た
。
一
年
延
期
さ
れ
た
二
〇
二
〇
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
の
開
催
と
い
う
一
大
イ

ベ
ン
ト
を
七
月
二
三
日
に
迎
え
、
そ
の
実
施
に
対
す
る
反
対
論
が
勃
興
し
、
菅
義
偉
内
閣
の
支
持
率
も
、
五
月
一
〇
日
付
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
世
論

調
査
で
は
「
支
持
」
が
三
五
％
に
対
し
「
支
持
し
な
い
」
が
四
三
％
で
、
支
持
率
の
逆
転
現
象
が
生
じ
て
い
た

（
５
）

。
一
時
は
強
行
採
決
を
も

辞
さ
な
い
姿
勢
を
見
せ
て
い
た
与
党
と
菅
内
閣
で
あ
っ
た
が
、
同
一
八
日
改
正
法
案
の
今
国
会
で
の
成
立
を
断
念
し
た

（
６
）

。

昨
今
、
少
子
高
齢
化
の
進
行
に
よ
り
日
本
人
の
労
働
力
人
口
は
減
少
を
続
け
、
こ
れ
を
補
う
形
で
日
本
に
在
留
す
る
外
国
人
の
数
は
増

加
し
、
二
〇
二
〇
年
末
で
二
百
八
十
八
万
七
千
百
十
六
人
に
達
し
た

（
７
）

。
日
本
の
在
留
外
国
人
は
、
二
〇
〇
九
年
度
か
ら
二
〇
一
二
年
度
の

よ
う
に
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
や
東
日
本
大
震
災
の
影
響
で
減
少
し
た
時
期
も
あ
り
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
を
受
け
た
二
〇
二
〇
年
度
も
流
石

に
減
少
し
た
が
、
ほ
ど
な
く
三
百
万
人
に
達
す
る
見
込
み
で
あ
る

（
８
）

。
二
〇
一
一
年
以
降
、
人
口
減
少
社
会
に
転
じ
た
日
本
で
現
在
の
産
業

規
模
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
外
国
人
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
、
一
方
で
日
本
側
の
国
益
に
適
う
と
同
時
に
、
他
方
で
在
留
す
る
外
国

人
に
と
っ
て
も
治
安
が
良
く
経
済
的
に
豊
か
な
社
会
で
の
就
労
は
魅
力
的
と
い
え
る

（
９
）

。
し
た
が
っ
て
日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
の
前
提

条
件
は
、
受
入
れ
側
に
と
っ
て
も
在
留
す
る
外
国
人
に
と
っ
て
も
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
、
関
係
調
整
さ
え
順
当
か
つ
綿
密
に
行
わ
れ
れ
ば
、

双
方
が
納
得
す
る
理
想
的
な
「
共
生
社
会
」
を
実
現
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

日
本
が
目
指
す
べ
き
持
続
可
能
で
発
展
的
な
社
会
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
は
、
そ
の
よ
う
に
描
か
れ
る
の
が
理
想
で
あ
り
、
二
〇
一
八

）
七
六
三
（

日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
一
考
察
（
瀧
川
）

二
三
七

年
七
月
二
四
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
外
国
人
の
受
入
れ
環
境
の
整
備
に
関
す
る
業
務
の
基
本
方
針
に
つ
い
て
」
で
は
、「
日
本
で
働
き
、

学
び
、
生
活
す
る
外
国
人
の
受
入
れ
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
国
人
の
人
権
が
護
ら
れ
、
外
国
人
が
日
本
社
会
の
一
員
と
し

て
円
滑
に
生
活
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
」
と
受
入
れ
国
と
し
て
の
責
任
が
表
明
さ
れ
て
い
る

（
10
）

。
さ
ら
に
こ
こ
で
は
、
法
務

省
が
そ
の
「
司
令
塔
」
と
な
り
、
内
閣
官
房
と
共
に
「
外
国
人
材
の
受
入
れ
・
共
生
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
」
を
開
催
す
る
こ
と
と
さ

れ
、
現
在
ま
で
に
九
回
が
開
か
れ
て
い
る

（
11
）

。
ま
た
、
出
入
国
在
留
管
理
庁
（
以
下
、
入
管
庁
と
略
記
）
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、「
ル
ー
ル

を
守
っ
て
国
際
化
」
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
も
と
、
活
動
紹
介
の
動
画
を
公
開
し
、「
円
滑
か
つ
厳
格
な
出
入
国
審
査
」
と
「
在
留
外

国
人
の
適
正
な
管
理
と
支
援
」、「
難
民
の
認
定
」
と
い
う
基
本
職
務
に
加
え
、「
外
国
人
と
の
共
生
社
会
を
実
現
さ
せ
る
」
こ
と
を
使
命

に
標
榜
し
、
国
民
の
理
解
に
供
し
て
い
る

（
12
）

。

と
こ
ろ
が
、
今
回
の
入
管
法
改
正
案
は
、
日
本
に
お
け
る
難
民
問
題
、
特
に
そ
の
認
定
数
が
極
端
に
少
な
い
と
い
う
統
計
上
の
事
実
が

脚
光
を
浴
び
、
挫
折
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
確
か
に
、
昨
年
二
〇
二
〇
年
の
難
民
申
請
者
が
三
千
九
百
三
十
六
人
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

難
民
と
認
定
さ
れ
た
の
が
四
十
七
人
（
一
・
二
％
）
で
、「
人
道
的
な
配
慮
を
理
由
に
在
留
を
認
め
た
者
」
を
含
め
て
も
九
十
一
人

（
二
・
三
％
）
で
あ
っ
た
と
知
る
と

（
13
）

、
こ
れ
は
誰
し
も
が
直
感
的
に
少
な
い
と
感
じ
る
数
字
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
れ
は
コ
ロ
ナ
禍
の
影

響
で
母
数
が
例
外
的
に
少
な
い
年
度
の
難
民
認
定
率
で
、
そ
の
前
年
の
二
〇
一
九
年
は
申
請
者
一
万
三
百
七
十
五
人
に
対
し
認
定
者

四
十
四
人
（
〇
・
四
％
）、
二
〇
一
八
年
度
は
同
じ
く
一
万
四
百
九
十
三
人
に
対
し
四
十
二
人
（
〇
・
四
％（

14
）

）
で
あ
っ
た
と
聴
か
さ
れ
る
と
直

感
は
確
信
に
近
づ
き
、
今
度
は
い
わ
ゆ
る
先
進
諸
国
の
難
民
認
定
率
が
気
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
こ
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
用
で
き
る
人
々
の
多
く
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
難
民
支
援
協
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
、「
ド
イ
ツ
が

二
五
・
九
％
／
五
万
三
千
九
百
七
十
三
人
、
米
国
が
二
九
・
六
％
／
四
万
四
千
六
百
十
四
人
、
フ
ラ
ン
ス
が
一
八
・
五
％
／
三
万
五
十
一
人
、

）
七
六
三
（



日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
一
考
察
（
瀧
川
）

二
三
七

年
七
月
二
四
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
外
国
人
の
受
入
れ
環
境
の
整
備
に
関
す
る
業
務
の
基
本
方
針
に
つ
い
て
」
で
は
、「
日
本
で
働
き
、

学
び
、
生
活
す
る
外
国
人
の
受
入
れ
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
国
人
の
人
権
が
護
ら
れ
、
外
国
人
が
日
本
社
会
の
一
員
と
し

て
円
滑
に
生
活
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
」
と
受
入
れ
国
と
し
て
の
責
任
が
表
明
さ
れ
て
い
る

（
10
）

。
さ
ら
に
こ
こ
で
は
、
法
務

省
が
そ
の
「
司
令
塔
」
と
な
り
、
内
閣
官
房
と
共
に
「
外
国
人
材
の
受
入
れ
・
共
生
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
」
を
開
催
す
る
こ
と
と
さ

れ
、
現
在
ま
で
に
九
回
が
開
か
れ
て
い
る

（
11
）

。
ま
た
、
出
入
国
在
留
管
理
庁
（
以
下
、
入
管
庁
と
略
記
）
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、「
ル
ー
ル

を
守
っ
て
国
際
化
」
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
も
と
、
活
動
紹
介
の
動
画
を
公
開
し
、「
円
滑
か
つ
厳
格
な
出
入
国
審
査
」
と
「
在
留
外

国
人
の
適
正
な
管
理
と
支
援
」、「
難
民
の
認
定
」
と
い
う
基
本
職
務
に
加
え
、「
外
国
人
と
の
共
生
社
会
を
実
現
さ
せ
る
」
こ
と
を
使
命

に
標
榜
し
、
国
民
の
理
解
に
供
し
て
い
る

（
12
）

。

と
こ
ろ
が
、
今
回
の
入
管
法
改
正
案
は
、
日
本
に
お
け
る
難
民
問
題
、
特
に
そ
の
認
定
数
が
極
端
に
少
な
い
と
い
う
統
計
上
の
事
実
が

脚
光
を
浴
び
、
挫
折
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
確
か
に
、
昨
年
二
〇
二
〇
年
の
難
民
申
請
者
が
三
千
九
百
三
十
六
人
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

難
民
と
認
定
さ
れ
た
の
が
四
十
七
人
（
一
・
二
％
）
で
、「
人
道
的
な
配
慮
を
理
由
に
在
留
を
認
め
た
者
」
を
含
め
て
も
九
十
一
人

（
二
・
三
％
）
で
あ
っ
た
と
知
る
と

（
13
）

、
こ
れ
は
誰
し
も
が
直
感
的
に
少
な
い
と
感
じ
る
数
字
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
れ
は
コ
ロ
ナ
禍
の
影

響
で
母
数
が
例
外
的
に
少
な
い
年
度
の
難
民
認
定
率
で
、
そ
の
前
年
の
二
〇
一
九
年
は
申
請
者
一
万
三
百
七
十
五
人
に
対
し
認
定
者

四
十
四
人
（
〇
・
四
％
）、
二
〇
一
八
年
度
は
同
じ
く
一
万
四
百
九
十
三
人
に
対
し
四
十
二
人
（
〇
・
四
％（

14
）

）
で
あ
っ
た
と
聴
か
さ
れ
る
と
直

感
は
確
信
に
近
づ
き
、
今
度
は
い
わ
ゆ
る
先
進
諸
国
の
難
民
認
定
率
が
気
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
こ
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
用
で
き
る
人
々
の
多
く
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
難
民
支
援
協
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
、「
ド
イ
ツ
が

二
五
・
九
％
／
五
万
三
千
九
百
七
十
三
人
、
米
国
が
二
九
・
六
％
／
四
万
四
千
六
百
十
四
人
、
フ
ラ
ン
ス
が
一
八
・
五
％
／
三
万
五
十
一
人
、

）
七
六
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
三
八

カ
ナ
ダ
が
五
五
・
七
％
／
二
万
七
千
百
六
十
八
人
、
英
国
が
四
六
・
二
％
／
一
万
六
千
五
百
十
六
人
」
と
、
日
本
の
「
〇
・
四
％
／
四
十
四

人
」
が
分
か
り
易
い
棒
グ
ラ
フ
で
比
較
さ
れ
、「
日
本
は
難
民
認
定
が
少
な
す
ぎ
る
」「
い
や
、
数
の
問
題
で
は
な
い
。
ち
ゃ
ん
と
審
査
を

や
っ
た
結
果
が
少
な
い
だ
け
だ
」
と
い
う
強
烈
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
接
す
る
は
ず
で
あ
る

（
15
）

。
さ
ら
に
熱
心
な
者
は
、
こ
れ
ら
の
元
デ
ー
タ
を

提
供
し
て
い
る
国
連
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所
（
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
）
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
ア
ク
セ
ス
し
、
二
〇
一
九
年
末
の
時
点
で
、
世
界

に
は
紛
争
や
迫
害
に
よ
り
故
郷
を
追
わ
れ
た
人
が
約
七
千
九
百
五
十
万
人
も
お
り
、
そ
の
う
ち
難
民
が
約
二
千
六
百
万
人
、
庇
護
を
申
請

し
て
い
る
者
が
約
四
百
二
十
万
人
も
い
る
こ
と
を
知
る
で
あ
ろ
う

（
16
）

。

か
く
て
「
最
も
困
窮
し
て
い
る
外
国
人
」
で
あ
る
難
民
を
ほ
と
ん
ど
認
定
し
て
い
な
い
日
本
政
府
が
、
外
国
人
と
の
共
生
社
会
を
理
想

と
し
て
掲
げ
る
こ
と
に
齟
齬
が
生
じ
、
令
和
三
年
二
月
の
入
管
法
改
正
法
案
は
挫
折
す
る
こ
と
と
な
っ
た

（
17
）

。
若
者
た
ち
の
感
覚
か
ら
す
れ

ば
、
外
国
人
労
働
者
は
す
で
に
日
本
の
社
会
の
そ
こ
か
し
こ
に
溢
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
難
民
に
だ
け
意
地
悪
を
せ
ず
に
受
け
入
れ
て
あ

げ
れ
ば
良
い
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
素
朴
な
疑
問
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
二
〇
二
〇
年
三
月
に
行
っ
た
世
論
調
査
に
よ
れ
ば
、

「
日
本
に
外
国
人
が
増
え
る
こ
と
へ
の
賛
否
」
は
、「
一
八
～
二
九
歳
」
で
は
「
賛
成
」
が
五
〇
％
、「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
賛
成
」
が

四
五
％
、
両
者
を
合
わ
せ
る
と
九
五
％
で
、「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
反
対
」
の
五
％
を
圧
倒
的
に
上
回
っ
た

（
18
）

。

そ
れ
で
は
、
政
府
が
め
ざ
し
て
い
る
外
国
人
と
の
共
生
社
会
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
国
民
の
コ
ン

セ
ン
サ
ス
が
得
ら
れ
る
よ
う
な
理
想
的
な
も
の
な
の
か
。
こ
の
疑
問
に
結
論
を
出
す
に
は
、
日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
が
ど
の
よ
う
に

形
成
さ
れ
、
推
移
し
現
状
に
至
っ
た
の
か
を
歴
史
的
に
俯
瞰
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

）
七
三
三
（

日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
一
考
察
（
瀧
川
）

二
三
九

二
　
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
構
造
と
そ
の
基
本
方
針

元
来
の
日
本
は
、
四
季
の
あ
る
住
み
良
い
土
地
柄
で
は
あ
る
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
荒
廃
か
ら
の
復
興
、
高
度
経
済
成
長
期
を
経

る
こ
と
で
、
よ
う
や
く
外
国
人
が
働
く
た
め
に
中
長
期
に
わ
た
っ
て
在
留
し
た
い
と
思
え
る
よ
う
な
魅
力
的
な
姿
を
取
り
戻
し
て
い
っ
た
。

現
行
の
入
管
法
は
、
一
九
五
一
（
昭
和
二
六
）
年
一
〇
月
四
日
に
「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
伴
い
発
す
る
命
令
に
関
す
る
件
」
に
基
づ

く
政
令
と
し
て
制
定
さ
れ
、
最
終
的
に
現
在
の
名
称
「
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
」
に
落
ち
着
い
た
の
は
一
九
八
一
年
の
こ
と
で
あ

る
（
19
）

。
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
日
本
の
法
体
系
に
は
主
に
明
治
期
に
導
入
さ
れ
た
大
陸
法
系
と
、
第
二
次
大
戦
後
に
導
入
さ
れ
た
英
米
法

系
が
混
在
し
て
い
る
が
、
入
管
法
は
ま
さ
し
く
後
者
で
あ
る
。
在
留
資
格
制
度
と
い
う
と
難
解
な
印
象
を
受
け
る
が
、
ア
メ
リ
カ
で
い
う

「
ビ
ザ
」
が
日
本
の
「
在
留
資
格
」
と
捉
え
る
と
理
解
が
容
易
で
、
そ
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
者
は
日
本
に
受
け
入
れ
な
い
の
が
制
度
の

基
本
設
計
と
な
っ
て
い
る

（
20
）

。
こ
こ
が
一
つ
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
い
え
る
が
、「
在
留
資
格
」
を
持
た
ず
、
日
本
に
住
み
た
い
と
い
う
単
純

な
動
機
に
基
づ
く
外
国
人
の
中
長
期
滞
在
、
換
言
す
れ
ば
「
移
民
」
は
認
め
な
い
方
針
が
、
現
行
の
制
度
は
も
ち
ろ
ん
、
日
本
で
は
一
貫

し
て
採
用
さ
れ
続
け
て
い
る
の
で
あ
る

（
21
）

。

制
度
の
詳
細
な
歴
史
は
割
愛
す
る
が
、
入
管
法
は
、
第
一
条
に
「
本
邦
に
入
国
し
、
又
は
本
邦
か
ら
出
国
す
る
全
て
の
人
の
出
入
国
及

び
本
邦
に
在
留
す
る
全
て
の
外
国
人
の
在
留
の
公
正
な
管
理
を
図
る
と
と
も
に
、
難
民
の
認
定
手
続
を
整
備
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」

と
あ
る
よ
う
に
、
一
方
で
外
国
人
の
「
出
入
国
」
と
「
在
留
」
の
管
理
、
他
方
で
「
難
民
認
定
」
と
い
う
、
本
来
的
に
は
「
別
個
」
で
あ

り
な
が
ら
、
運
用
上
は
き
わ
め
て
密
接
な
関
係
を
も
つ
、
二
つ
の
行
政
行
為
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
法
律
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
前
者
、
す

な
わ
ち
主
権
の
及
ぶ
範
囲
で
あ
る
領
域
を
有
す
る
国
家
へ
の
出
入
り
と
そ
こ
で
の
在
留
を
管
理
す
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
近
代
以
降
の
主
権

）
七
三
三
（
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（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
四
〇

国
家
に
と
っ
て
そ
の
前
提
条
件
を
な
す
本
質
的
な
統
治
行
為
で
あ
り
、
む
ろ
ん
難
民
も
外
国
人
に
は
違
い
な
い
た
め
、
そ
の
受
入
れ
の
可

否
を
決
定
す
る
行
為
自
体
は
広
義
に
は
こ
こ
に
含
ま
れ
よ
う
。

し
か
し
、
後
者
す
な
わ
ち
難
民
認
定
は
、
本
質
的
に
国
家
間
の
約
束
で
あ
る
国
際
法
に
よ
り
、
難
民
に
対
す
る
一
定
の
保
護
措
置
等
が

求
め
ら
れ
、
こ
れ
に
対
応
す
べ
く
整
備
さ
れ
た
国
内
法
に
基
づ
く
行
為
で
あ
る

（
22
）

。
具
体
的
に
は
、
専
ら
第
二
次
世
界
大
戦
の
惨
禍
を
受
け

て
一
九
五
一
年
に
国
連
で
作
成
さ
れ
た
「
難
民
の
地
位
に
関
す
る
条
約
」
と
、
そ
の
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
た
め
の
「
難
民
の
地
位
に
関

す
る
議
定
書
」（
一
九
六
七
年
発
効
）
に
、
日
本
が
一
九
八
一
年
に
加
入
し
た
こ
と
で
生
じ
た
国
際
法
上
の
関
係
で
あ
る

（
23
）

。
そ
し
て
同
年
、

こ
れ
に
合
わ
せ
て
出
入
国
管
理
令
が
改
正
さ
れ
、
入
管
法
の
目
的
に
加
わ
っ
た
の
が
難
民
認
定
と
そ
の
受
入
れ
で
あ
り
、
こ
れ
は
国
際
協

調
主
義
を
掲
げ
る
民
主
主
義
国
家
と
し
て
、
戦
後
か
ら
の
復
興
を
成
し
遂
げ
た
日
本
が
自
ら
負
う
た
義
務
と
い
え
る

（
24
）

。

こ
う
し
て
在
留
資
格
に
基
づ
く
出
入
国
在
留
管
理
と
、
難
民
の
条
件
に
合
致
し
さ
え
す
れ
ば
こ
れ
を
庇
護
す
る
難
民
認
定
制
度
が
一
つ

の
入
管
法
の
も
と
、
一
つ
の
行
政
組
織
に
よ
っ
て
運
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
少
な
く
と
も
後
者
の
影
響
で
前
者
の
受
入
れ
が
甘
く

な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
制
定
当
時
の
出
入
国
管
理
令
で
は
、
第
四
条
第
一
項
に
現
行
の
在
留
資
格
を
定
め
た
規
定
が
あ
り
、
そ

の
最
後
の
第
一
六
号
は
「
前
各
号
に
規
定
す
る
者
を
除
く
外
、
外
務
省
令
で
特
に
定
め
る
者
」
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
基
づ
く
省
令
に

よ
り
「
法
務
大
臣
（
制
定
当
時
は
入
国
管
理
庁
長
官
）
が
特
に
在
留
を
認
め
る
者
」
と
し
て
様
々
な
外
国
人
の
受
入
れ
が
行
わ
れ
て
い
た

（
25
）

。

し
か
し
、
こ
う
し
た
弾
力
的
な
運
用
で
は
、
来
日
す
る
外
国
人
や
こ
れ
を
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
企
業
に
と
っ
て
も
基
準
が
不
明
瞭
と
い

わ
ざ
る
を
得
ず
、
現
行
制
度
に
連
な
る
基
本
的
枠
組
み
が
構
築
さ
れ
た
一
九
八
九
（
平
成
元
）
年
一
二
月
の
入
管
法
改
正
で
は
、
第
一
に

「
在
留
資
格
」
の
新
設
・
整
備
と
、
第
二
に
「
審
査
基
準
の
明
確
化
と
入
国
審
査
手
続
の
簡
易
・
迅
速
化
」、
そ
し
て
第
三
に
「
不
法
就
労

問
題
に
対
処
す
る
た
め
の
関
係
規
定
の
整
備
」
が
目
的
と
さ
れ
た

（
26
）

。

）
七
三
三
（

日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
一
考
察
（
瀧
川
）

二
四
一

こ
の
点
は
、
一
九
九
二
年
に
出
さ
れ
た
最
初
の
「
出
入
国
管
理
基
本
計
画

（
27
）

」
で
も
分
析
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
外
国
人
を
雇
用
し
た

い
と
す
る
各
方
面
か
ら
の
要
請
が
増
す
一
方
で
、
観
光
客
等
を
偽
装
し
て
入
国
し
不
法
に
就
労
す
る
外
国
人
の
増
加
も
顕
著
な
現
象
」
で
、

「
近
隣
諸
国
と
の
間
の
所
得
格
差
等
を
反
映
し
、
就
労
の
意
思
を
隠
し
て
上
陸
審
査
を
く
ぐ
り
抜
け
不
法
就
労
す
る
外
国
人
は
増
加
の
一

途
を
た
ど
っ
て
お
り
、
不
法
就
労
目
的
で
来
日
し
上
陸
を
拒
否
さ
れ
た
外
国
人
の
数
も
こ
こ
数
年
の
間
に
急
増
」
と
い
う
状
況
が
背
景
に

あ
っ
た

（
28
）

。
戦
後
の
復
興
か
ら
急
成
長
を
遂
げ
、
四
十
二
年
間
に
わ
た
っ
て
世
界
第
二
位
の
経
済
大
国
で
あ
り
続
け
た
日
本
の
労
働
市
場

は
、
い
ま
だ
発
展
の
途
上
に
あ
っ
た
外
国
の
人
々
に
は
羨
望
の
的
と
な
り
、
適
正
な
管
理
を
怠
れ
ば
「
国
内
的
の
み
な
ら
ず
国
際
的
に
も

影
響
を
及
ぼ
す
も
の
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
の
急
成
長
の
副
産
物
が
「
周
辺
諸
国
と
の
著
し
い
経
済
格

差
」
で
あ
り
、
結
論
こ
の
問
題
が
日
本
と
近
隣
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
関
係
調
整
を
き
わ
め
て
難
し
い
も
の
に
し
て
き
た
と
い
え
る
。

三
　
日
本
に
お
け
る
不
法
就
労
問
題
と
入
管
法
の
整
備

一
般
に
、
在
留
資
格
の
な
い
「
不
法
滞
在
者
」
が
就
労
を
す
れ
ば
「
不
法
就
労
」
に
は
な
る
が
、
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
。
不
法
滞
在
者

は
、
①
「
不
法
入
国
者
」
及
び
②
「
不
法
上
陸
者
」
と
、
許
可
さ
れ
た
滞
在
期
間
を
超
過
し
た
③
「
不
法
残
留
者
」
に
分
類
さ
れ
る

（
29
）

。
①

と
②
は
日
本
に
入
国
す
る
前
の
水
際
で
阻
止
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
事
後
的
に
摘
発
さ
れ
「
退
去
強
制
手
続
」
を
と
る
こ
と
も
少
な

く
な
い
。
次
節
で
述
べ
る
よ
う
に
、
虚
偽
の
申
請
に
よ
り
上
陸
許
可
を
受
け
て
在
留
を
始
め
る
「
偽
装
滞
在
者
」
も
お
り
、
許
可
を
受
け

ず
に
資
格
外
の
就
労
を
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
た
め
、
実
態
の
把
握
は
容
易
で
は
な
い

（
30
）

。
入
管
庁
で
は
、
現
在
で
も
概
ね
毎
年
六
月
か
ら
の

一
ヶ
月
間
を
「
不
法
就
労
外
国
人
対
策
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
月
間
」
と
し
、
外
国
人
を
雇
用
す
る
事
業
主
を
対
象
に
、
不
法
就
労
に
あ
た
る
三

つ
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
注
意
を
喚
起
し
て
い
る

（
31
）

。
す
な
わ
ち
①
不
法
滞
在
者
や
被
退
去
強
制
者
が
働
く
ケ
ー
ス
、
②
入
管
庁
か
ら
働
く
許

）
七
三
七
（
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よ
う
に
、「
外
国
人
を
雇
用
し
た

い
と
す
る
各
方
面
か
ら
の
要
請
が
増
す
一
方
で
、
観
光
客
等
を
偽
装
し
て
入
国
し
不
法
に
就
労
す
る
外
国
人
の
増
加
も
顕
著
な
現
象
」
で
、

「
近
隣
諸
国
と
の
間
の
所
得
格
差
等
を
反
映
し
、
就
労
の
意
思
を
隠
し
て
上
陸
審
査
を
く
ぐ
り
抜
け
不
法
就
労
す
る
外
国
人
は
増
加
の
一

途
を
た
ど
っ
て
お
り
、
不
法
就
労
目
的
で
来
日
し
上
陸
を
拒
否
さ
れ
た
外
国
人
の
数
も
こ
こ
数
年
の
間
に
急
増
」
と
い
う
状
況
が
背
景
に

あ
っ
た

（
28
）

。
戦
後
の
復
興
か
ら
急
成
長
を
遂
げ
、
四
十
二
年
間
に
わ
た
っ
て
世
界
第
二
位
の
経
済
大
国
で
あ
り
続
け
た
日
本
の
労
働
市
場

は
、
い
ま
だ
発
展
の
途
上
に
あ
っ
た
外
国
の
人
々
に
は
羨
望
の
的
と
な
り
、
適
正
な
管
理
を
怠
れ
ば
「
国
内
的
の
み
な
ら
ず
国
際
的
に
も

影
響
を
及
ぼ
す
も
の
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
の
急
成
長
の
副
産
物
が
「
周
辺
諸
国
と
の
著
し
い
経
済
格

差
」
で
あ
り
、
結
論
こ
の
問
題
が
日
本
と
近
隣
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
関
係
調
整
を
き
わ
め
て
難
し
い
も
の
に
し
て
き
た
と
い
え
る
。

三
　
日
本
に
お
け
る
不
法
就
労
問
題
と
入
管
法
の
整
備

一
般
に
、
在
留
資
格
の
な
い
「
不
法
滞
在
者
」
が
就
労
を
す
れ
ば
「
不
法
就
労
」
に
は
な
る
が
、
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
。
不
法
滞
在
者

は
、
①
「
不
法
入
国
者
」
及
び
②
「
不
法
上
陸
者
」
と
、
許
可
さ
れ
た
滞
在
期
間
を
超
過
し
た
③
「
不
法
残
留
者
」
に
分
類
さ
れ
る

（
29
）

。
①

と
②
は
日
本
に
入
国
す
る
前
の
水
際
で
阻
止
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
事
後
的
に
摘
発
さ
れ
「
退
去
強
制
手
続
」
を
と
る
こ
と
も
少
な

く
な
い
。
次
節
で
述
べ
る
よ
う
に
、
虚
偽
の
申
請
に
よ
り
上
陸
許
可
を
受
け
て
在
留
を
始
め
る
「
偽
装
滞
在
者
」
も
お
り
、
許
可
を
受
け

ず
に
資
格
外
の
就
労
を
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
た
め
、
実
態
の
把
握
は
容
易
で
は
な
い

（
30
）

。
入
管
庁
で
は
、
現
在
で
も
概
ね
毎
年
六
月
か
ら
の

一
ヶ
月
間
を
「
不
法
就
労
外
国
人
対
策
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
月
間
」
と
し
、
外
国
人
を
雇
用
す
る
事
業
主
を
対
象
に
、
不
法
就
労
に
あ
た
る
三

つ
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
注
意
を
喚
起
し
て
い
る

（
31
）

。
す
な
わ
ち
①
不
法
滞
在
者
や
被
退
去
強
制
者
が
働
く
ケ
ー
ス
、
②
入
管
庁
か
ら
働
く
許

）
七
三
七
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
四
二

可
を
受
け
ず
に
働
く
ケ
ー
ス
、
③
入
管
庁
か
ら
認
め
ら
れ
た
範
囲
を
超
え
て
働
く
ケ
ー
ス
が
あ
げ
ら
れ
、「
就
労
制
限
の
有
無
」
や
「
資

格
外
活
動
許
可
」
の
欄
を
確
認
す
る
こ
と
、
在
留
カ
ー
ド
の
偽
造
を
見
破
る
具
体
的
な
方
法
な
ど
も
紹
介
さ
れ
て
い
る

（
32
）

。
現
在
に
至
っ
て

も
日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
暗
い
影
を
落
と
す
不
法
就
労
問
題
と
は
過
去
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
が
目
前
に
迫
っ
た
一
九
九
〇
（
平
成
二
）
年
の
日
本
へ
の
新
規
入
国
者
「
約
二
百
九
十
二
万
八
千
人
に
つ
い
て
在

留
資
格
別
に
見
る
と
、
観
光
等
を
目
的
と
す
る
「
短
期
滞
在
」
が
約
二
百
七
十
万
四
千
人
と
全
体
の
約
九
十
二
％
を
占
め
」
て
い
た
と
い

う
（
33
）

。
当
時
の
状
況
と
比
較
す
る
に
、
ち
ょ
う
ど
三
十
年
後
に
あ
た
る
二
〇
二
〇
年
の
新
規
入
国
者
数
は
約
三
百
五
十
八
万
人
で
そ
の
差

六
十
六
万
人
（
約
一
・
二
倍
）
で
あ
る
か
ら
、
一
見
す
る
と
そ
こ
ま
で
の
大
差
は
無
い
よ
う
に
も
み
え
る

（
34
）

。
し
か
し
こ
れ
は
コ
ロ
ナ
禍
で
入

国
者
が
一
時
的
に
激
減
し
た
数
字
で
、
過
去
最
高
を
記
録
し
た
二
〇
一
九
年
と
比
較
し
て
み
る
と
、
何
と
新
規
入
国
者
が
約
二
千
八
百

四
十
万
人
で
「
短
期
滞
在
」
が
約
二
千
七
百
八
十
一
万
人
（
九
七
・
九
％
）
で
あ
っ
た
と
い
う
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
飛
躍
的
な
進
歩
が
あ
っ
た
に
せ

よ
、
約
九
・
七
倍
の
増
加
率
に
は
驚
嘆
す
る
ば
か
り
で
入
管
行
政
の
繁
忙
な
状
況
が
こ
こ
か
ら
も
窺
え
る

（
35
）

。

一
九
九
〇
年
に
話
を
戻
す
と
入
管
法
違
反
で
「
上
陸
拒
否
」
と
な
っ
た
外
国
人
は
、「
就
労
の
意
思
を
隠
し
短
期
滞
在
の
観
光
客
を
偽

装
す
る
等
上
陸
目
的
を
偽
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
（
同
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
不
適
合
）
が
最
多
で
、
そ
の
数
は
上
陸
拒
否
者
総
数
一

万
三
千
九
百
三
十
四
人
の
八
三
・
五
％
を
占
め
る
一
万
一
千
六
百
三
十
五
人
」
と
の
こ
と
で
、
こ
れ
は
水
際
対
策
の
成
果
で
あ
る

（
36
）

。
他
方
、

同
年
に
「
退
去
強
制
手
続
」
を
受
け
た
外
国
人
「
三
万
六
千
二
百
六
十
四
人
」
で
み
て
も
、「「
不
法
残
留
」
が
三
万
二
千
六
百
四
十
七

人
」
と
最
も
多
く
、「
そ
の
大
半
は
「
短
期
滞
在
」
で
入
国
」
し
て
い
る

（
37
）

。
こ
こ
で
看
過
で
き
な
い
問
題
が
不
法
就
労
を
仲
介
す
る
ブ

ロ
ー
カ
ー
の
存
在
で
あ
る
。「
被
退
去
強
制
者
の
う
ち
調
査
対
象
と
し
た
二
万
一
千
五
百
三
十
七
人
」
の
う
ち
、「
六
八
％
が
ブ
ロ
ー
カ
ー

等
仲
介
者
の
関
与
を
認
め
て
い
る
」
と
の
こ
と
で

（
38
）

、
つ
ま
り
は
、
外
国
人
が
う
っ
か
り
オ
ー
バ
ー
ス
テ
イ
に
な
り
不
法
就
労
を
し
て
し
ま

）
七
三
三
（

日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
一
考
察
（
瀧
川
）

二
四
三

う
と
い
う
単
純
な
構
図
で
は
な
く
、
不
法
就
労
を
仲
介
・
斡
旋
す
る
組

織
的
な
人
身
売
買
が
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
た
次
第
で
あ
る
。

文
化
や
言
葉
の
問
題
に
由
来
す
る
の
か
、「
不
法
就
労
者
自
身
と
同
じ

国
・
出
身
地
の
者
の
仲
介
を
受
け
る
ケ
ー
ス
が
多
」
か
っ
た
よ
う
で
、

関
与
し
た
の
が
韓
国
人
と
い
う
ケ
ー
ス
が
二
千
五
百
四
十
七
人

（
一
七
・
四
％
）、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
が
一
千
六
百
五
十
九
人
（
一
一
・
三
％
）、

パ
キ
ス
タ
ン
人
が
一
千
四
百
八
十
三
人
（
一
〇
・
一
％
）
で
あ
っ
た
の
に

対
し
、
関
与
し
た
の
が
日
本
人
と
い
う
ケ
ー
ス
も
二
千
二
百
三
十
九
人

（
一
五
・
三
％
）
に
達
し
て
い
る

（
39
）

。

上
の
表
は
、
日
本
と
幾
つ
か
の
ア
ジ
ア
諸
国
及
び
地
域
の
豊
か
さ
を

比
較
す
る
指
標
と
し
て
作
成
し
、
参
考
ま
で
に
ア
メ
リ
カ
も
加
え
、
本

稿
で
注
目
し
た
年
ご
と
の
一
人
当
た
り
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
抜
き
出
し
て
み

た
も
の
で
あ
る

（
40
）

。
か
つ
て
日
本
と
近
隣
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
間
に
は
、
い

わ
ゆ
る
一
攫
千
金
を
夢
見
る
偽
装
滞
在
者
や
、
本
国
に
送
金
し
て
も
余

裕
あ
る
生
活
が
可
能
な
日
本
を
離
れ
が
た
く
な
る
者
が
現
れ
て
も
不
思

議
な
い
圧
倒
的
な
経
済
格
差
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
一
瞥
し
て
分
か

る
。

1 人当たり名目ＧＤＰ 1990 年 1993 年 2014 年 2019 年 2020 年

日　本 25,896 36,425 38,523 40,802 40,146

アメリカ 23,848 26,364 55,025 65,254 63,416

韓　国 6,610 8,886 29,253 31,846 31,497

中　国 347 521 7,694 10,243 10,484

台　湾 8,167 11,257 22,844 25,936 28,306

ベトナム 122 235 2,567 3,415 3,499

フィリピン 829 950 2,996 3,512 3,330

タイ 1,564 2,209 5,952 7,815 7,190

インドネシア 771 1,013 3,534 4,196 3,922

パキスタン 495 582 1,310 1,349 1,260

バングラデシュ 338 336 1,119 1,855 1,998

スリランカ 546 667 3,817 3,852 3,679

シンガポール 12,763 18,290 57,565 65,641 58,902

単位：ＵＳ＄／出典：ＩＭＦ統計／グローバルノート（https://www.globalnote.jp/）で作成

）
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、
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仲
介
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斡
旋
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組
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身
売
買
が
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
成
り
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て
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た
次
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で
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る
。
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化
や
言
葉
の
問
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に
由
来
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る
の
か
、「
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就
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自
身
と
同
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・
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身
地
の
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の
仲
介
を
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る
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が
多
」
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で
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し
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の
が
韓
国
人
と
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う
ケ
ー
ス
が
二
千
五
百
四
十
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（
一
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・
四
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）、
フ
ィ
リ
ピ
ン
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が
一
千
六
百
五
十
九
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三
％
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キ
ス
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ン
人
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四
百
八
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三
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％
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で
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た
の
に

対
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、
関
与
し
た
の
が
日
本
人
と
い
う
ケ
ー
ス
も
二
千
二
百
三
十
九
人

（
一
五
・
三
％
）
に
達
し
て
い
る

（
39
）

。

上
の
表
は
、
日
本
と
幾
つ
か
の
ア
ジ
ア
諸
国
及
び
地
域
の
豊
か
さ
を

比
較
す
る
指
標
と
し
て
作
成
し
、
参
考
ま
で
に
ア
メ
リ
カ
も
加
え
、
本

稿
で
注
目
し
た
年
ご
と
の
一
人
当
た
り
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
抜
き
出
し
て
み

た
も
の
で
あ
る

（
40
）

。
か
つ
て
日
本
と
近
隣
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
間
に
は
、
い

わ
ゆ
る
一
攫
千
金
を
夢
見
る
偽
装
滞
在
者
や
、
本
国
に
送
金
し
て
も
余

裕
あ
る
生
活
が
可
能
な
日
本
を
離
れ
が
た
く
な
る
者
が
現
れ
て
も
不
思

議
な
い
圧
倒
的
な
経
済
格
差
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
一
瞥
し
て
分
か

る
。

1 人当たり名目ＧＤＰ 1990 年 1993 年 2014 年 2019 年 2020 年

日　本 25,896 36,425 38,523 40,802 40,146

アメリカ 23,848 26,364 55,025 65,254 63,416

韓　国 6,610 8,886 29,253 31,846 31,497

中　国 347 521 7,694 10,243 10,484

台　湾 8,167 11,257 22,844 25,936 28,306

ベトナム 122 235 2,567 3,415 3,499

フィリピン 829 950 2,996 3,512 3,330

タイ 1,564 2,209 5,952 7,815 7,190

インドネシア 771 1,013 3,534 4,196 3,922

パキスタン 495 582 1,310 1,349 1,260

バングラデシュ 338 336 1,119 1,855 1,998

スリランカ 546 667 3,817 3,852 3,679

シンガポール 12,763 18,290 57,565 65,641 58,902
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日
本
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　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
四
四

背
景
と
な
る
国
際
政
治
史
を
み
て
も
、
一
九
九
一
年
に
は
湾
岸
戦
争
が
発
生
し
、
憲
法
で
国
際
協
調
主
義
を
掲
げ
る
日
本
は
、
そ
の
根

幹
に
あ
る
平
和
主
義
と
の
矛
盾
に
苦
し
み
つ
つ
も
、
国
際
紛
争
の
渦
中
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
っ
た
。
一
九
九
二
年
に
は
自
衛
隊
を
停
戦
監

視
の
た
め
に
カ
ン
ボ
ジ
ア
へ
派
遣
し
、
二
〇
〇
一
年
の
ア
フ
ガ
ン
戦
争
、
つ
い
で
二
〇
〇
三
年
の
イ
ラ
ク
戦
争
で
も
テ
ロ
対
策
特
別
措
置

法
に
基
づ
き
自
衛
隊
を
現
地
へ
派
遣
し
た
。
と
り
わ
け
ア
フ
ガ
ン
戦
争
の
誘
因
と
な
っ
た
同
年
九
月
の
同
時
多
発
テ
ロ
は
、
冷
戦
終
結
後

の
惰
眠
を
貪
る
間
も
な
く
、
戦
争
は
概
ね
遠
方
の
貧
し
く
危
険
な
紛
争
地
帯
で
起
こ
る
も
の
と
い
う
常
識
を
打
ち
破
り
、
む
し
ろ
世
界
中

の
比
較
的
恵
ま
れ
た
都
市
に
暮
ら
す
人
々
こ
そ
を
自
爆
テ
ロ
と
国
家
な
き
戦
争
へ
の
恐
怖
で
震
撼
さ
せ
た
。

こ
の
よ
う
な
社
会
情
勢
の
も
と
、
日
本
に
お
け
る
不
法
残
留
者
の
数
は
、
一
九
九
三
年
五
月
一
日
時
点
で
約
三
十
万
人
に
達
し
て
ピ
ー

ク
を
迎
え
た
が
、
以
後
は
減
少
に
転
じ
二
十
七
～
二
十
五
万
人
程
度
で
推
移
し
て
い
っ
た

（
41
）

。
具
体
的
な
取
締
体
制
を
強
化
す
べ
く
入
管
法

も
改
正
さ
れ
、
一
九
九
七
年
に
は
集
団
密
航
へ
の
対
策
が
新
設
さ
れ
（
第
七
四
条
～
七
四
条
の
六
）、
一
九
九
九
年
に
は
不
法
在
留
罪
が
新

設
さ
れ
（
第
七
〇
条
第
二
項
）、
さ
ら
に
退
去
強
制
さ
れ
た
者
の
上
陸
拒
否
期
間
も
一
年
か
ら
五
年
に
伸
張
さ
れ
る
な
ど
し
た
（
同
第
五
条
第

一
項
第
九
号
の
改
正

（
42
）

）。
ま
た
、
二
〇
〇
四
年
か
ら
実
施
さ
れ
た
「
不
法
滞
在
者
五
年
半
減
計
画
」
に
基
づ
く
総
合
的
な
不
法
滞
在
者
対
策

の
結
果
、
約
二
十
二
万
人
い
た
不
法
残
留
者
は
、
二
〇
〇
九
年
一
月
一
日
時
点
で
約
十
一
万
三
千
人
と
な
り
（
四
八
・
五
％
減
少
）、
不
法

入
国
者
も
推
計
で
「
三
万
人
」
い
た
も
の
が
、「
一
万
五
千
～
二
万
三
千
人
」
に
ま
で
減
少
し
た

（
43
）

。
こ
の
施
策
は
、
犯
罪
対
策
閣
僚
会
議

が
ま
と
め
た
「
犯
罪
に
強
い
社
会
の
実
現
の
た
め
の
行
動
計
画
」
に
お
い
て
、
治
安
回
復
の
た
め
の
三
つ
目
の
方
針
「
国
境
を
越
え
る
脅

威
へ
の
対
応
」
と
し
て
「
不
法
入
国
・
不
法
滞
在
対
策
等
の
推
進
」
が
図
ら
れ
た
こ
と
を
受
け
て
の
も
の
で
あ
る

（
44
）

。
同
計
画
は
「
今
、
治

安
は
危
険
水
域
に
あ
る
」
と
い
う
大
変
印
象
深
い
書
き
出
し
で
始
ま
っ
て
い
る
が
、
外
国
人
に
よ
る
不
法
就
労
問
題
は
、
日
本
社
会
の
治

安
全
般
に
か
か
わ
る
問
題
の
一
角
を
な
す
、
き
わ
め
て
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

）
七
三
六
（

日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
一
考
察
（
瀧
川
）

二
四
五

四
　
日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
の
近
況
と
受
入
れ
の
サ
イ
ド
ド
ア
問
題

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
日
本
に
は
か
な
り
根
深
い
外
国
人
に
よ
る
不
法
就
労
問
題
が
あ
り
、
国
際
情
勢
の
目
ま
ぐ
る
し
い
変
化
に
対

応
す
べ
く
、
一
九
八
九
（
平
成
元
）
年
以
来
の
入
管
法
の
基
本
構
造
は
崩
さ
ず
、
そ
こ
に
さ
ま
ざ
ま
な
仕
組
み
を
追
加
的
に
組
み
込
む
こ

と
で
体
制
を
整
備
し
て
き
た
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
警
察
行
政
も
連
携
し
た
総
合
的
か
つ
積
極
的
な
対
策
に
よ
り
、
不
法
残

留
者
は
減
少
し
続
け
、
二
〇
一
四
年
一
月
一
日
時
点
に
は
、
過
去
最
少
の
五
万
九
千
六
十
一
人
に
ま
で
減
少
し
た

（
45
）

。

こ
の
こ
と
は
前
掲
の
表
を
み
て
も
一
目
瞭
然
で
あ
る
が
、
日
本
の
社
会
が
バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
で
長
い
平
成
不
況
に
陥
っ
た
一
方
で
、

ア
ジ
ア
諸
国
が
め
ざ
ま
し
い
急
成
長
を
遂
げ
た
こ
と
で
、
か
つ
て
の
犯
罪
を
誘
発
す
る
か
の
よ
う
な
経
済
格
差
も
幾
分
か
は
是
正
さ
れ
て

い
っ
た
こ
と
と
も
無
関
係
で
は
な
い
。
と
は
い
え
、
先
ほ
ど
の
数
値
は
も
と
も
と
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
総
人
口
で
割
っ
た
平
均
値
に
過
ぎ
ず
、
ま
だ

ま
だ
個
人
で
み
れ
ば
ア
ジ
ア
に
も
貧
困
に
苦
し
み
、
日
本
で
の
就
労
を
熱
望
す
る
人
々
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。
他
方
で
、
日
本
で
も

主
に
農
林
水
産
、
土
木
建
設
な
ど
の
、
俗
に
「
３
Ｋ
（
き
つ
い
・
き
た
な
い
・
き
け
ん
）」
と
呼
ば
れ
る
幾
つ
か
の
部
門
（
ま
た
は
そ
れ
に
限
ら

ず
）
で
は
、
社
会
の
需
要
、
換
言
す
れ
ば
せ
っ
か
く
の
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
が
依
然
と
し
て
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
人
が
近
年
こ

れ
ら
に
就
き
た
が
ら
な
い
た
め
、
慢
性
的
に
労
働
力
が
不
足
し
、
事
業
者
が
何
と
か
こ
れ
を
満
た
す
た
め
に
日
々
奔
走
し
て
い
る
状
況
が

あ
る
。
か
く
し
て
両
者
を
仲
立
ち
す
る
非
合
法
な
ブ
ロ
ー
カ
ー
が
送
出
し
国
と
受
入
れ
国
の
双
方
に
は
び
こ
る
。
不
法
就
労
問
題
の
根
底

に
あ
る
こ
の
基
本
構
造
が
解
消
さ
れ
な
い
限
り
、
こ
の
イ
タ
チ
ご
っ
こ
は
繰
り
返
さ
れ
る
定
め
に
あ
る
。

現
に
二
〇
一
五
年
以
降
、
不
法
在
留
者
数
は
六
年
連
続
で
増
加
の
一
途
を
辿
っ
て
お
り
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
人
の
移
動
に
関
す
る
あ

ら
ゆ
る
数
値
に
減
少
傾
向
が
み
ら
れ
た
二
〇
二
一
年
一
月
一
日
時
点
の
二
十
四
人
（
〇
・
〇
三
％
）
減
以
外
は
、
最
初
は
千
人
規
模
か
ら
二

）
七
三
三
（



日
本
の
外
国
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受
入
れ
政
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に
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入
管
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基
本
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造
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さ
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そ
こ
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を
追
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こ
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で
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を
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行
政
も
連
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的
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積
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的
な
対
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に
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り
、
不
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者
は
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少
し
続
け
、
二
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四
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日
時
点
に
は
、
過
去
最
少
の
五
万
九
千
六
十
一
人
に
ま
で
減
少
し
た

（
45
）

。

こ
の
こ
と
は
前
掲
の
表
を
み
て
も
一
目
瞭
然
で
あ
る
が
、
日
本
の
社
会
が
バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
で
長
い
平
成
不
況
に
陥
っ
た
一
方
で
、

ア
ジ
ア
諸
国
が
め
ざ
ま
し
い
急
成
長
を
遂
げ
た
こ
と
で
、
か
つ
て
の
犯
罪
を
誘
発
す
る
か
の
よ
う
な
経
済
格
差
も
幾
分
か
は
是
正
さ
れ
て

い
っ
た
こ
と
と
も
無
関
係
で
は
な
い
。
と
は
い
え
、
先
ほ
ど
の
数
値
は
も
と
も
と
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
総
人
口
で
割
っ
た
平
均
値
に
過
ぎ
ず
、
ま
だ

ま
だ
個
人
で
み
れ
ば
ア
ジ
ア
に
も
貧
困
に
苦
し
み
、
日
本
で
の
就
労
を
熱
望
す
る
人
々
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。
他
方
で
、
日
本
で
も

主
に
農
林
水
産
、
土
木
建
設
な
ど
の
、
俗
に
「
３
Ｋ
（
き
つ
い
・
き
た
な
い
・
き
け
ん
）」
と
呼
ば
れ
る
幾
つ
か
の
部
門
（
ま
た
は
そ
れ
に
限
ら

ず
）
で
は
、
社
会
の
需
要
、
換
言
す
れ
ば
せ
っ
か
く
の
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
が
依
然
と
し
て
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
人
が
近
年
こ

れ
ら
に
就
き
た
が
ら
な
い
た
め
、
慢
性
的
に
労
働
力
が
不
足
し
、
事
業
者
が
何
と
か
こ
れ
を
満
た
す
た
め
に
日
々
奔
走
し
て
い
る
状
況
が

あ
る
。
か
く
し
て
両
者
を
仲
立
ち
す
る
非
合
法
な
ブ
ロ
ー
カ
ー
が
送
出
し
国
と
受
入
れ
国
の
双
方
に
は
び
こ
る
。
不
法
就
労
問
題
の
根
底

に
あ
る
こ
の
基
本
構
造
が
解
消
さ
れ
な
い
限
り
、
こ
の
イ
タ
チ
ご
っ
こ
は
繰
り
返
さ
れ
る
定
め
に
あ
る
。

現
に
二
〇
一
五
年
以
降
、
不
法
在
留
者
数
は
六
年
連
続
で
増
加
の
一
途
を
辿
っ
て
お
り
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
人
の
移
動
に
関
す
る
あ

ら
ゆ
る
数
値
に
減
少
傾
向
が
み
ら
れ
た
二
〇
二
一
年
一
月
一
日
時
点
の
二
十
四
人
（
〇
・
〇
三
％
）
減
以
外
は
、
最
初
は
千
人
規
模
か
ら
二

）
七
三
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
四
六

千
人
規
模
へ
増
え
、
一
昨
年
あ
た
り
か
ら
は
七
千
、
八
千
人
規
模
で
の
増
加
傾
向
を
み
せ
て
い
た

（
46
）

。
そ
の
結
果
、
現
在
の
と
こ
ろ
日
本
の

不
法
残
留
者
は
約
八
万
三
千
人
ま
で
増
え
、
概
ね
十
年
前
の
水
準
に
逆
行
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
内
、
五
万
人
が
「
短
期
滞

在
」
か
ら
の
オ
ー
バ
ー
ス
テ
イ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
に
や
っ
て
く
る
外
国
人
の
九
割
超
が
「
短
期
滞
在
」
で
、
不
法
滞
在
・
不
法
就

労
の
問
題
も
そ
の
多
く
は
、
性
質
上
、
認
定
が
比
較
的
容
易
に
な
さ
れ
る
こ
の
在
留
資
格
か
ら
発
生
し
て
お
り
、
三
十
年
以
上
の
時
が
経

過
し
て
も
そ
の
点
は
変
化
し
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

政
治
も
こ
の
難
題
を
厳
し
く
取
り
締
ま
る
だ
け
で
、
看
過
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。〝
移
民
は
受
け
入
れ
な
い
〟
と
い
う
旧
来
の
基

本
方
針
を
崩
さ
ず
、
働
き
た
い
外
国
人
と
雇
い
た
い
事
業
者
双
方
の
要
望
を
満
た
す
た
め
に
大
別
し
て
二
通
り
の
手
法
で
、
日
本
に
必
要

な
人
材
の
受
入
れ
を
試
み
て
き
た
と
い
え
る
。
高
度
人
材
一
般
と
日
系
人
に
つ
い
て
は
割
愛
す
る
が
、
一
つ
目
は
、
看
護
・
介
護
分
野
の

外
国
人
就
労
者
の
受
入
れ
で
、
元
々
は
「
医
療
」
の
在
留
資
格
で
、
高
度
人
材
の
看
護
師
を
条
件
付
き
で
受
け
入
れ
る
こ
と
し
か
で
き
な

か
っ
た

（
47
）

。
こ
れ
を
経
済
連
携
協
定
の
締
結
等
に
よ
り
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
（
二
〇
〇
八
年
）
を
皮
切
り
に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
（
同
年
）
や
ベ
ト
ナ
ム

（
二
〇
一
二
年
）
か
ら
の
看
護
師
や
介
護
福
祉
士
、
さ
ら
に
そ
の
候
補
者
ま
で
も
受
入
れ
可
能
に
し
た

（
48
）

。
つ
ま
り
、
高
齢
化
社
会
に
対
応
す

る
人
材
確
保
の
た
め
に
、
旧
来
の
受
入
れ
範
囲
を
拡
大
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
在
留
資
格
は
当
初
「
特
定
活
動
」
と
さ
れ
た
が
、

二
〇
一
六
年
に
は
正
式
に
「
介
護
」
が
新
設
さ
れ
た
。
こ
の
手
法
は
、
後
述
す
る
二
〇
一
八
年
の
新
方
針
に
も
受
け
継
が
れ
る
。

二
つ
目
は
、
そ
も
そ
も
の
日
本
へ
の
入
国
目
的
が
単
純
労
働
に
従
事
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
、
結
果
的
に
単
純
労
働
に
従
事
す
る
こ
と

に
な
っ
て
も
原
則
は
崩
れ
な
い
と
い
う
考
え
方
で
、
い
わ
ゆ
る
「
サ
イ
ド
ド
ア
ポ
リ
シ
ー
」
と
批
判
さ
れ
て
き
た
手
法
で
あ
る

（
49
）

。
確
か

に
、「
教
育
」
を
受
け
る
こ
と
が
目
的
の
「
留
学
生
」
が
資
格
外
活
動
の
許
可
を
受
け
、
例
え
ば
飲
食
店
で
ア
ル
バ
イ
ト
を
す
る
こ
と
は

何
ら
問
題
が
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
う
し
た
就
労
は
実
践
的
に
語
学
力
が
身
に
付
き
、
教
育
効
果
も
あ
が
り
一
石
二
鳥
と
い
え
る
か
ら
で

）
七
三
三
（

日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
一
考
察
（
瀧
川
）

二
四
七

あ
る
。
む
ろ
ん
一
般
的
な
日
本
人
の
学
生
で
あ
っ
て
も
、
社
会
人
体
験
、
あ
る
い
は
学
費
や
生
活
費
の
補
助
と
す
る
た
め
に
ア
ル
バ
イ
ト

は
す
る
わ
け
で
、
そ
ち
ら
が
主
に
な
っ
て
退
学
や
成
績
不
振
等
に
陥
っ
て
し
ま
う
者
も
少
な
か
ら
ず
い
る
。
こ
れ
は
社
会
人
の
一
歩
手
前

に
い
る
彼
ら
に
特
有
か
つ
不
可
避
の
現
象
で
あ
る
が
、
問
題
は
そ
こ
で
は
な
い
。
留
学
生
の
中
に
は
初
め
か
ら
就
労
を
目
的
と
し
て
い
な

が
ら
、
目
的
を
留
学
に
偽
装
し
て
入
国
し
、
ほ
と
ん
ど
登
校
す
ら
せ
ず
に
フ
ル
タ
イ
ム
で
働
き
、
や
が
て
行
方
不
明
に
な
っ
て
し
ま
う

ケ
ー
ス
も
あ
る

（
50
）

。
問
題
と
す
べ
き
は
制
度
の
本
旨
を
ね
じ
曲
げ
て
目
的
外
に
利
用
す
る
こ
う
し
た
事
例
で
あ
る
。

例
え
ば
一
九
九
三
年
に
始
ま
っ
た
「
技
能
実
習
生
制
度
」
が
ま
さ
に
そ
の
典
型
と
い
え
る

（
51
）

。
同
制
度
の
元
来
の
目
的
は
、
こ
の
時
の
労

働
大
臣
の
国
会
答
弁
に
あ
る
よ
う
に
「
開
発
途
上
国
の
経
済
発
展
を
支
え
る
人
材
育
成
」
を
「
我
が
国
の
国
際
協
力
の
観
点
」
か
ら
行
お

う
と
す
る
も
の
で
、「
我
が
国
の
生
き
た
産
業
技
術
を
直
接
習
得
し
て
帰
国
後
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
産
業
発
展
の
中
心
に
な
」
る
人
材
を

育
て
よ
う
と
い
う
崇
高
な
も
の
で
あ
っ
た

（
52
）

。
労
相
は
続
け
て
、「
た
だ
、
一
方
に
お
い
て
、
外
国
人
の
労
働
力
に
単
に
人
手
不
足
だ
か
ら

と
い
っ
て
安
易
に
依
存
す
る
こ
と
は
厳
に
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
」
と
発
言
し
、
拍
手
を
受
け
た
よ
う
で
あ
る

（
53
）

。

と
こ
ろ
が
、
世
人
の
記
憶
に
も
新
し
い
よ
う
に
、
現
実
は
ま
さ
に
労
相
の
懸
念
通
り
に
単
純
労
働
者
を
受
け
入
れ
る
サ
イ
ド
ド
ア
と
な
っ

て
し
ま
っ
た
ど
こ
ろ
か
、
同
制
度
の
も
と
で
は
人
身
売
買
ま
が
い
の
ブ
ロ
ー
カ
ー
が
暗
躍
し
、「
使
い
捨
て
」
や
「
奴
隷
」
な
ど
と
非
難

さ
れ
る
「
搾
取
的
で
安
価
な
労
働
力
を
供
給
」
す
る
違
法
な
バ
ッ
ク
ド
ア
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た

（
54
）

。

そ
の
後
、
二
〇
〇
九
年
の
入
管
法
改
正
で
は
「
技
能
実
習
」
を
独
立
の
在
留
資
格
に
し
た
り
（
研
修
期
間
を
廃
止
）、
実
務
研
修
を
行
う

場
合
に
は
原
則
と
し
て
雇
用
契
約
に
基
づ
い
て
技
能
等
を
修
得
す
る
活
動
を
行
う
こ
と
と
し
た
り
（
労
働
法
に
よ
る
保
護
を
確
実
化
）、

二
〇
一
七
年
に
は
技
能
実
習
法
が
施
行
さ
れ
、
外
国
人
技
能
実
習
機
構
が
設
立
さ
れ
た
り
（
監
理
団
体
の
許
可
や
調
査
、
実
習
生
の
保
護
な

ど
）
と
適
正
化
が
図
ら
れ
て
き
た
が

（
55
）

、
一
度
、
深
刻
化
し
て
し
ま
っ
た
問
題
を
改
善
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い

（
56
）

。
か
つ
て
日
本
経
済
が

）
七
三
三
（
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あ
る
。
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験
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50
）

。
問
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的
外
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す
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で
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る
。
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九
九
三
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い
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（
51
）

。
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あ
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習
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。
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受
け
た
よ
う
で
あ
る

（
53
）

。
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日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
四
八

好
況
に
あ
っ
た
頃
に
は
、
た
と
え
劣
悪
な
環
境
で
も
、
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こ
で
働
く
外
国
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か
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す
れ
ば
概
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納
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の
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価
が
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た
。
し
か
し
、
人

手
不
足
と
不
況
の
二
重
苦
に
あ
え
ぐ
昨
今
の
事
業
者
に
は
そ
れ
だ
け
の
資
力
が
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い
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
そ
こ
で
い
わ
ゆ
る
ミ
ス
マ
ッ

チ
が
生
じ
て
も
、
帰
国
を
恐
れ
る
外
国
人
側
か
ら
は
待
遇
改
善
を
主
張
す
る
こ
と
が
難
し
く
失
踪
し
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
あ
る

（
57
）

。

そ
し
て
二
〇
一
八
年
に
は
先
述
し
た
新
方
針
と
し
て
「
特
定
技
能
」
の
在
留
資
格
が
新
設
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た

「
人
手
不
足
の
解
消
」
と
い
う
新
た
な
観
点
か
ら
外
国
人
労
働
者
の
受
入
れ
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

（
58
）

。
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
抱
え
て

い
た
技
能
実
習
制
度
と
も
連
携
が
図
ら
れ
、
例
え
ば
技
能
実
習
二
号
を
良
好
に
修
了
し
た
実
習
生
は
特
定
技
能
一
号
に
無
試
験
で
移
行
可

能
に
す
る
な
ど
、
事
業
者
が
大
切
に
育
て
た
実
習
生
は
、
そ
の
先
も
特
定
技
能
を
有
す
る
人
材
と
し
て
日
本
で
就
労
し
続
け
ら
れ
る
仕
組

み
も
施
行
さ
れ
、
そ
の
周
知
も
図
ら
れ
て
い
る

（
59
）

。

い
わ
ゆ
る
失
踪
実
習
生
は
、
こ
こ
数
年
全
体
の
二
％
で
推
移
し
、
年
々
増
加
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
新
方
針
が
導
入
さ
れ
た
二
〇
一
八
年

か
ら
二
〇
一
九
年
に
か
け
て
は
、
一
・
七
％
（
総
数
約
五
十
一
万
七
千
人
中
、
約
八
千
八
百
人
）
に
止
ま
り
、
僅
か
な
が
ら
減
少
に
転
じ
た

（
60
）

。

母
数
が
大
き
い
た
め
に
実
感
が
わ
か
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
失
踪
者
が
九
千
人
近
く
い
る
と
言
い
直
せ
ば
、
そ
の
深
刻
さ
は
十
分

に
伝
わ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
技
能
実
習
制
度
が
本
来
の
目
的
に
添
っ
て
運
用
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。

む
す
び
に
か
え
て
（
望
ま
れ
る
熟
議
）

以
上
、
日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
ま
つ
わ
る
諸
相
を
観
て
き
た
。
本
来
、
各
節
を
一
つ
の
論
考
と
し
て
も
良
い
ほ
ど
の
テ
ー
マ
で

あ
る
が
、
詳
細
は
別
稿
を
期
す
と
し
て
、
今
回
、
現
行
の
日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
を
鳥
瞰
し
た
こ
と
で
ま
ず
も
っ
て
い
え
る
こ
と
は

何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
日
本
で
は
難
民
認
定
の
ハ
ー
ド
ル
が
高
す
ぎ
る
と
い
う
統
計
上
の
事
実
は
確
か
に
先
述
し
た
通
り
で
あ
る
が
、

）
七
三
三
（

日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
一
考
察
（
瀧
川
）

二
四
九

仮
に
こ
れ
が
低
か
っ
た
と
し
た
ら
国
内
が
ど
の
よ
う
な
状
況
に
陥
っ
た
か
は
想
像
に
難
く
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
難
民
で
は
な
い
者
が

容
易
に
難
民
と
認
定
さ
れ
「
定
住
者
」
の
在
留
資
格
が
取
得
で
き
る
と
な
れ
ば
、
入
管
行
政
の
存
在
意
義
は
も
は
や
消
失
す
る

（
61
）

。

い
っ
そ
日
本
の
労
働
市
場
を
世
界
に
開
放
し
「
移
民
国
家
」
に
舵
を
切
っ
て
は
ど
う
か
と
い
う
見
解
も
あ
る
が

（
62
）

、
過
去
の
内
閣
府
に
よ

る
世
論
調
査
（
一
九
九
〇
年
と
二
〇
〇
〇
年
）
の
数
値
を
見
る
限
り
、「
特
に
条
件
を
つ
け
ず
に
日
本
人
と
同
じ
よ
う
に
就
労
を
認
め
る
」

を
支
持
す
る
者
は
一
五
～
一
六
％
に
過
ぎ
ず
、
概
ね
七
割
超
は
、
単
純
労
働
者
は
受
け
入
れ
な
い
（
一
四
～
二
一
％
）
か
、
一
定
の
条
件

や
制
限
の
も
と
で
認
め
る
（
五
七
～
五
一
％
）
を
支
持
し
て
い
る

（
63
）

。
さ
ら
に
単
純
労
働
者
を
拒
絶
す
る
意
見
の
五
～
六
割
は
「
治
安
の
悪

化
」
や
「
不
況
の
時
に
は
日
本
人
の
失
業
が
増
加
す
る
」
こ
と
を
懸
念
し
て
お
り
、
後
者
の
「
条
件
」
や
「
制
限
」
に
つ
い
て
も
五
割
弱

が
「
期
間
に
制
限
を
つ
け
、
そ
れ
以
上
の
滞
在
は
認
め
な
い
」
を
選
択
し
て
い
る

（
64
）

。

そ
こ
か
ら
二
十
年
を
経
た
今
後
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
は
さ
て
お
き
、
日
本
に
必
要
な
人
材
を
入
管
法
の
秩
序
の
も
と
で
受
け
入

れ
て
い
く
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
、
す
な
わ
ち
「
ル
ー
ル
を
守
っ
て
国
際
化
」
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、
大
局
に
お

い
て
国
民
か
ら
支
持
さ
れ
て
き
た
と
評
価
し
て
良
い
。
し
か
し
他
方
で
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
で
は
、
例
え
ば
選
挙
の
争
点
と
し
て
外
国
人

労
働
者
の
受
入
れ
や
不
法
就
労
問
題
を
大
々
的
に
取
り
上
げ
、
国
民
を
巻
き
込
ん
だ
堂
々
た
る
議
論
を
一
度
も
す
る
こ
と
な
し
に
、
長
年

に
わ
た
っ
て
場
当
た
り
的
に
サ
イ
ド
ド
ア
か
ら
の
受
入
れ
や
労
働
力
の
不
足
し
た
特
定
分
野
に
お
け
る
外
国
人
労
働
者
の
受
入
れ
を
行
っ

て
き
た
と
も
い
え
る
。
そ
の
結
果
、〝
移
民
は
受
け
入
れ
な
い
〟
と
い
う
日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
の
本
旨
が
、
い
つ
の
間
に
か
国
民

か
ら
は
見
え
づ
ら
い
不
透
明
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
、
難
民
制
度
を
悪
用
し
た
不
法
就
労
問
題
が
深
刻
化
す
る
こ
と
へ
の
危
機
感
を
一

時
的
に
覆
い
隠
し
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

そ
し
て
こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
も
う
一
つ
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
紙
幅
の
都
合
で
触
れ
な
か
っ
た
い
わ
ゆ
る
オ
ー
ル
ド
カ
マ
ー

）
七
三
三
（
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よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

そ
し
て
こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
も
う
一
つ
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
紙
幅
の
都
合
で
触
れ
な
か
っ
た
い
わ
ゆ
る
オ
ー
ル
ド
カ
マ
ー

）
七
三
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
五
〇

の
問
題
で
あ
る
。
日
本
に
は
過
去
「
大
東
亜
共
栄
」
と
い
う
理
想
を
掲
げ
て
挫
折
し
、
戦
争
と
力
に
よ
る
支
配
の
虚
し
さ
を
痛
感
さ
せ
ら

れ
た
歴
史
が
あ
る

（
65
）

。
そ
し
て
、
そ
の
一
番
の
被
害
者
と
も
い
う
べ
き
在
日
朝
鮮
人
を
道
義
上
、
大
量
に
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
歴

史
が
あ
る

（
66
）

。
帰
る
べ
き
故
郷
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
奪
わ
れ
た
数
十
万
も
の
人
々
は
、
い
わ
ば
日
本
の
帝
国
主
義
が
作
り
出
し
た
難
民

で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
冷
戦
下
の
紆
余
曲
折
を
経
て
日
本
に
止
ま
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
彼
ら
の
悲
劇
は
、
戦
後
も
永
ら
く
続

い
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
文
化
や
慣
習
な
ど
の
一
次
的
社
会
規
範
が
異
な
る
人
々
を
何
の
準
備
も
な
く
強
引
に
受
け
入
れ
れ
ば
、

そ
の
禍
根
は
本
人
た
ち
だ
け
で
な
く
二
世
や
三
世
に
ま
で
及
ぶ
と
い
う
き
わ
め
て
重
要
な
教
訓
を
残
し
て
く
れ
た
と
い
え
よ
う
。
日
本
の

外
国
人
政
策
に
対
す
る
負
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
こ
こ
で
の
酷
い
対
応
が
原
点
と
い
え
る
が
、
未
だ
に
サ
イ
ド
ド
ア
や
バ
ッ
ク
ド
ア
か
ら
の
受

入
れ
が
横
行
し
、
外
国
人
た
ち
の
人
権
が
蹂
躙
さ
れ
て
い
る
様
で
は
過
去
の
教
訓
が
活
か
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
ま
い
。

日
本
の
国
際
化
は
、
諸
外
国
と
の
関
係
に
お
い
て
は
戦
後
の
急
成
長
と
共
に
経
済
と
政
治
と
が
主
導
す
る
か
た
ち
で
著
し
く
進
展
し
た

が
、
日
本
国
内
の
社
会
の
在
り
方
に
つ
い
て
み
れ
ば
未
だ
そ
の
途
上
に
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ば
か
り
は
経
済
的
な
利
益
主
導
で
上
か
ら

強
引
に
進
め
て
良
い
問
題
で
は
な
く
、
主
権
者
た
る
国
民
の
同
意
と
理
解
と
を
俟
た
な
け
れ
ば
、
生
活
環
境
の
変
化
か
ら
国
内
に
思
わ
ぬ

軋
轢
と
不
和
と
が
生
じ
、
治
安
の
悪
化
や
社
会
の
分
断
を
招
き
か
ね
な
い
。「
ル
ー
ル
を
守
っ
て
国
際
化
」
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
先

に
あ
る
外
国
人
と
の
共
生
社
会
の
姿
、
す
な
わ
ち
長
期
的
な
視
座
に
基
づ
い
た
外
国
人
受
入
れ
政
策
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
に
つ
き
、
改

め
て
国
民
の
理
解
と
同
意
を
調
達
す
べ
く
、
丁
寧
な
分
か
り
易
い
説
明
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

今
回
争
点
と
な
っ
た
「
難
民
申
請
中
の
送
還
停
止
効
」
を
、
現
状
の
無
制
限
か
ら
「
二
度
」
ま
で
に
制
限
す
る
入
管
法
改
正
案
に
つ
い

て
は
、「
ノ
ン
ル
フ
ー
ル
マ
ン
の
原
則
」
に
違
反
す
る
と
い
う
反
対
論
が
強
か
っ
た
。
し
か
し
、
同
法
案
に
は
「
難
民
の
認
定
又
は
補
完

的
保
護
対
象
者
の
認
定
を
行
う
べ
き
相
当
の
理
由
が
あ
る
資
料
を
提
出
し
た
者
を
除
く
」
と
し
て
、
考
慮
す
る
に
相
当
す
る
環
境
の
変
化

）
七
三
三
（

日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
一
考
察
（
瀧
川
）

二
五
一

が
あ
っ
た
場
合
は
「
二
回
」
に
限
定
さ
れ
な
い
と
い
う
例
外
が
き
ち
ん
と
設
け
ら
れ
て
い
る

（
67
）

。
本
人
が
希
望
す
れ
ば
、
何
度
で
も
難
民
申

請
が
行
え
る
現
行
の
制
度
は
、
認
定
数
の
低
さ
だ
け
を
考
え
れ
ば
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
入
管
庁
の
難
民
調
査
官

の
判
定
や
、
専
門
的
見
地
か
ら
客
観
中
立
的
に
審
査
請
求
に
臨
む
難
民
審
査
参
与
員
の
面
接
を
徒
労
に
終
わ
ら
せ
、
無
意
味
化
す
る
と
批

判
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
む
し
ろ
、
何
度
も
審
査
を
受
け
る
チ
ャ
ン
ス
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、〝
疑
わ
し
き
は
難
民
認
定
せ
ず
〟
と
い
う
姿
勢

を
助
長
し
か
ね
な
い
仕
組
み
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
通
常
の
行
政
不
服
審
査
で
は
あ
り
え
な
い
。
極
端
に
い
え
ば
無
政
府
状
態
で
あ
り
、
日

本
に
は
難
民
か
否
か
と
い
う
紛
争
を
最
終
的
か
つ
決
定
的
に
裁
定
す
る
機
関
が
存
在
し
な
い
に
等
し
い
。

こ
れ
ま
で
の
状
況
を
勘
案
す
る
に
、
こ
の
仕
組
み
が
不
法
滞
在
の
手
段
と
し
て
本
格
的
に
悪
用
さ
れ
だ
し
た
ら
入
管
行
政
は
大
混
乱
に

陥
り
、
そ
も
そ
も
難
民
認
定
な
ど
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う

（
68
）

。
難
民
認
定
の
プ
ロ
セ
ス
は
こ
と
が
人
命
に
関
わ
る
だ
け
に
慎
重

が
期
さ
れ
、
現
状
で
も
平
均
で
半
年
か
ら
一
年
の
期
間
を
要
す
る
か
ら
で
あ
る

（
69
）

。
そ
こ
で
、
人
権
擁
護
の
観
点
か
ら
、
入
管
施
設
へ
の
収

容
の
長
期
化
を
防
ぐ
制
度
と
し
て
今
回
の
改
正
法
案
に
は
「
監
理
措
置
」
が
設
け
ら
れ
た
次
第
で
あ
る
が

（
70
）

、
こ
れ
に
つ
い
て
も
職
務
を

怠
っ
た
監
理
人
へ
の
罰
則
を
懸
念
す
る
な
ど
反
対
の
声
が
あ
が
っ
た
。
罰
則
の
軽
重
に
つ
い
て
は
大
い
に
議
論
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
そ

も
監
督
責
任
を
果
た
さ
な
か
っ
た
者
へ
の
罰
則
が
な
け
れ
ば
、
か
え
っ
て
責
任
放
棄
を
助
長
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
ず
、
果
て
は
不
法

滞
在
者
の
逃
亡
を
幇
助
す
る
ブ
ロ
ー
カ
ー
す
ら
生
み
か
ね
な
い
で
あ
ろ
う
。

根
深
い
不
法
就
労
問
題
と
減
ら
な
い
不
法
在
留
者
数
を
抱
え
た
状
況
下
で
、
目
的
を
持
っ
た
外
国
人
が
こ
れ
を
果
た
す
た
め
に
来
日
し
、

目
的
を
果
た
し
て
帰
国
す
る
、
あ
る
い
は
目
的
が
途
中
で
変
わ
っ
た
な
ら
ば
、
適
正
な
手
続
を
経
て
在
留
を
続
け
る
と
い
っ
た
秩
序
あ
る

出
入
国
在
留
管
理
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
や
は
り
外
国
人
の
在
留
状
況
の
正
確
な
把
握
が
ま
ず
必
要
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
施
策
は
概

ね
二
〇
〇
九
（
平
成
二
一
）
年
の
入
管
法
改
正
と
住
民
基
本
台
帳
法
の
改
正
以
降
、
日
本
で
の
生
活
者
と
し
て
の
外
国
人
に
さ
ま
ざ
ま
な

）
七
三
七
（



日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
一
考
察
（
瀧
川
）

二
五
一

が
あ
っ
た
場
合
は
「
二
回
」
に
限
定
さ
れ
な
い
と
い
う
例
外
が
き
ち
ん
と
設
け
ら
れ
て
い
る

（
67
）

。
本
人
が
希
望
す
れ
ば
、
何
度
で
も
難
民
申

請
が
行
え
る
現
行
の
制
度
は
、
認
定
数
の
低
さ
だ
け
を
考
え
れ
ば
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
入
管
庁
の
難
民
調
査
官

の
判
定
や
、
専
門
的
見
地
か
ら
客
観
中
立
的
に
審
査
請
求
に
臨
む
難
民
審
査
参
与
員
の
面
接
を
徒
労
に
終
わ
ら
せ
、
無
意
味
化
す
る
と
批

判
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
む
し
ろ
、
何
度
も
審
査
を
受
け
る
チ
ャ
ン
ス
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、〝
疑
わ
し
き
は
難
民
認
定
せ
ず
〟
と
い
う
姿
勢

を
助
長
し
か
ね
な
い
仕
組
み
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
通
常
の
行
政
不
服
審
査
で
は
あ
り
え
な
い
。
極
端
に
い
え
ば
無
政
府
状
態
で
あ
り
、
日

本
に
は
難
民
か
否
か
と
い
う
紛
争
を
最
終
的
か
つ
決
定
的
に
裁
定
す
る
機
関
が
存
在
し
な
い
に
等
し
い
。

こ
れ
ま
で
の
状
況
を
勘
案
す
る
に
、
こ
の
仕
組
み
が
不
法
滞
在
の
手
段
と
し
て
本
格
的
に
悪
用
さ
れ
だ
し
た
ら
入
管
行
政
は
大
混
乱
に

陥
り
、
そ
も
そ
も
難
民
認
定
な
ど
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う

（
68
）

。
難
民
認
定
の
プ
ロ
セ
ス
は
こ
と
が
人
命
に
関
わ
る
だ
け
に
慎
重

が
期
さ
れ
、
現
状
で
も
平
均
で
半
年
か
ら
一
年
の
期
間
を
要
す
る
か
ら
で
あ
る

（
69
）

。
そ
こ
で
、
人
権
擁
護
の
観
点
か
ら
、
入
管
施
設
へ
の
収

容
の
長
期
化
を
防
ぐ
制
度
と
し
て
今
回
の
改
正
法
案
に
は
「
監
理
措
置
」
が
設
け
ら
れ
た
次
第
で
あ
る
が

（
70
）

、
こ
れ
に
つ
い
て
も
職
務
を

怠
っ
た
監
理
人
へ
の
罰
則
を
懸
念
す
る
な
ど
反
対
の
声
が
あ
が
っ
た
。
罰
則
の
軽
重
に
つ
い
て
は
大
い
に
議
論
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
そ

も
監
督
責
任
を
果
た
さ
な
か
っ
た
者
へ
の
罰
則
が
な
け
れ
ば
、
か
え
っ
て
責
任
放
棄
を
助
長
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
ず
、
果
て
は
不
法

滞
在
者
の
逃
亡
を
幇
助
す
る
ブ
ロ
ー
カ
ー
す
ら
生
み
か
ね
な
い
で
あ
ろ
う
。

根
深
い
不
法
就
労
問
題
と
減
ら
な
い
不
法
在
留
者
数
を
抱
え
た
状
況
下
で
、
目
的
を
持
っ
た
外
国
人
が
こ
れ
を
果
た
す
た
め
に
来
日
し
、

目
的
を
果
た
し
て
帰
国
す
る
、
あ
る
い
は
目
的
が
途
中
で
変
わ
っ
た
な
ら
ば
、
適
正
な
手
続
を
経
て
在
留
を
続
け
る
と
い
っ
た
秩
序
あ
る

出
入
国
在
留
管
理
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
や
は
り
外
国
人
の
在
留
状
況
の
正
確
な
把
握
が
ま
ず
必
要
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
施
策
は
概

ね
二
〇
〇
九
（
平
成
二
一
）
年
の
入
管
法
改
正
と
住
民
基
本
台
帳
法
の
改
正
以
降
、
日
本
で
の
生
活
者
と
し
て
の
外
国
人
に
さ
ま
ざ
ま
な

）
七
三
七
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
五
二

行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
る
よ
う
な
環
境
整
備
と
し
て
進
め
ら
れ
て
き
て
い
る

（
71
）

。
日
本
に
在
留
す
る
外
国
人
が
中
長
期
に
わ
た
っ
て
快

適
に
生
活
す
る
に
は
、
日
本
語
教
育
だ
け
で
な
く
、
例
え
ば
親
の
都
合
に
よ
り
日
本
で
の
就
学
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
子
ど
も
の
ケ
ア
な
ど
、

日
本
人
と
同
等
ど
こ
ろ
か
、
場
合
に
よ
っ
て
は
日
本
人
に
対
し
て
よ
り
も
手
厚
い
公
共
サ
ー
ビ
ス
が
当
然
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
彼

ら
を
適
切
に
処
遇
す
れ
ば
、
彼
ら
は
必
ず
や
日
本
人
の
子
女
た
ち
を
国
際
人
へ
と
導
く
良
き
師
と
も
な
っ
て
く
れ
よ
う
。

在
留
外
国
人
の
負
担
軽
減
を
図
り
つ
つ
情
報
の
積
極
的
な
活
用
を
図
り
、
し
か
も
そ
の
情
報
を
常
に
最
新
か
つ
正
確
な
も
の
と
し
て
維

持
す
る
た
め
に
、
様
々
な
関
係
機
関
や
組
織
に
分
散
し
て
い
る
在
留
外
国
人
の
情
報
を
一
元
的
に
管
理
す
る
「
在
留
外
国
人
総
合
情
報
セ

ン
タ
ー
」
を
創
設
す
る
の
も
有
効
で
あ
ろ
う

（
72
）

。
し
か
し
結
局
の
と
こ
ろ
、
大
半
の
制
度
は
運
用
の
仕
方
に
よ
っ
て
、
我
々
を
監
視
し
強
制

す
る
管
理
社
会
の
走
狗
と
も
な
れ
ば
、
我
々
の
民
主
的
な
共
生
関
係
を
暖
か
く
見
守
り
適
正
化
す
る
利
器
に
も
な
り
う
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

こ
れ
ら
が
制
度
の
本
旨
に
悖
り
誤
っ
た
方
針
で
作
用
し
だ
し
た
と
き
に
こ
れ
を
制
止
し
、
適
正
化
を
要
望
で
き
る
主
権
者
た
る
国
民
の
理

解
と
同
意
は
必
要
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。

概
ね
戦
後
日
本
の
入
管
行
政
は
、
一
方
で
職
責
上
、
経
済
的
利
益
を
優
先
し
産
業
の
振
興
を
図
る
が
ゆ
え
に
外
国
人
労
働
者
の
受
入
れ

に
も
積
極
的
な
経
済
産
業
省
（
旧
通
商
産
業
省
）
と
そ
の
利
益
集
団
、
他
方
で
国
内
の
労
働
条
件
維
持
を
重
視
す
る
厚
生
労
働
省
（
特
に
旧

労
働
省
）
お
よ
び
、
国
の
治
安
維
持
に
責
任
を
も
つ
が
ゆ
え
に
異
文
化
を
も
つ
外
国
人
の
流
入
に
消
極
的
な
法
務
省
と
入
管
庁
、
警
察
庁

と
そ
の
利
益
集
団
と
の
間
の
、
い
わ
ば
綱
引
き
に
よ
っ
て
展
開
し
て
き
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
前
者
の
意
見
を
日
本
の
人
口
減
と
少
子

高
齢
化
の
現
実
が
後
押
し
し
、
後
者
の
意
見
を
不
穏
な
国
際
情
勢
や
治
安
問
題
が
後
押
し
し
て
き
た
と
総
括
で
き
よ
う
。
結
果
、
制
度
と

し
て
は
外
国
人
の
受
入
れ
に
慎
重
な
〝
移
民
は
認
め
な
い
〟
と
い
う
後
者
の
基
本
的
構
造
を
維
持
し
つ
つ
も
、
現
実
に
は
前
者
の
要
望
お

よ
び
日
本
で
働
き
た
い
外
国
人
た
ち
の
要
望
が
勝
り
、
な
し
崩
し
的
に
在
留
外
国
人
三
百
万
人
時
代
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

）
七
三
三
（

日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
一
考
察
（
瀧
川
）

二
五
三

も
っ
か
、
日
本
の
将
来
を
左
右
す
る
重
要
な
外
国
人
受
入
れ
政
策
が
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、

幕
末
の
開
鎖
論
争
の
よ
う
な
激
し
い
討
論
す
ら
な
さ
れ
ず
、
い
つ
の
間
に
か
大
き
な
転
換
期
に
突
入
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
批
評
す
べ
き

か
も
し
れ
な
い
。
果
た
し
て
政
府
が
め
ざ
し
て
い
る
外
国
人
と
の
共
生
社
会
は
、
真
に
国
民
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
得
ら
れ
る
よ
う
な
理
想

的
な
も
の
な
の
か
。
今
回
の
入
管
法
改
正
法
案
の
挫
折
を
契
機
と
し
、
国
民
を
巻
き
込
ん
だ
真
剣
な
議
論
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

（
1
）	

共
同
通
信
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
二
〇
二
一
年
三
月
一
二
日
の
記
事
「
入
管
の
収
容
女
性
死
亡
、
真
相
究
明
を
～
名
古
屋
で
、
ス
リ
ラ
ン
カ
国
籍
」

（https://this.kiji.is/743021093742592000?c=113147194022725109

）
を
参
照
。
以
下
、
本
稿
に
お
け
る
ウ
ェ
ブ
資
料
の
最
終
閲
覧
日
は
全

て
二
〇
二
一
年
七
月
六
日
と
す
る
。
ま
た
、
脚
注
内
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
語
句
は
全
て
Ｈ
Ｐ
と
略
記
す
る
。

（
2
）	

同
四
月
二
三
日
の
記
事
「
入
管
施
設
死
亡
、
仮
放
免
勧
め
る
報
告
～
ス
リ
ラ
ン
カ
女
性
診
察
の
医
師
」（https://this.kiji.is/758213899066

327040?c=39546741839462401

）
を
参
照
。

（
3
）	

出
入
国
在
留
管
理
庁
（
入
管
庁
）
Ｈ
Ｐ
「
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者

等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
表
」（http://w

w
w
.m

oj.go.jp/isa/content/001341291.pdf

）
を
参

照
。
現
在
、
入
管
庁
Ｈ
Ｐ
で
は
「
国
会
提
出
法
案
」
と
い
う
ペ
ー
ジ
を
設
け
、
こ
れ
に
関
す
る
様
々
な
資
料
を
公
開
し
て
い
る
。
以
下
本
稿
で
は
、

入
管
法
の
条
文
等
は
多
賀
谷
一
照
・
髙
宅
茂
『
入
管
法
大
全
』（
日
本
加
除
出
版
、
二
〇
一
五
年
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
と
右
の
新
旧
対
照
表

を
参
照
し
、
引
用
す
る
際
も
頁
数
は
明
記
し
な
い
（
但
し
、
解
説
部
分
は
明
示
）。

（
4
）	

「
社
説	

入
管
法
改
正
案	

強
行
採
決
は
許
さ
れ
な
い
」（『
朝
日
新
聞
』
二
〇
二
一
年
五
月
一
四
日
朝
刊
、
一
四
面
）
な
ど
を
参
照
。

（
5
）	

Ｎ
Ｈ
Ｋ
Ｈ
Ｐ
「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
選
挙
Ｗ
Ｅ
Ｂ
・
内
閣
支
持
率
」（http://w

w
w
.nhk.or.jp/senkyo/shijiritsu/

）
を
参
照
。
同
調
査
に
よ
る
と
菅
内

閣
の
支
持
率
は
、
二
〇
二
〇
年
の
九
月
の
発
足
以
来
、
翌
二
〇
二
一
年
一
月
に
初
め
て
支
持
四
〇
％
・
不
支
持
四
一
％
と
初
の
逆
転
現
象
が
生
じ
、

二
月
に
は
支
持
三
八
％
・
不
支
持
四
四
％
と
更
に
政
権
へ
の
不
支
持
が
高
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
三
月
に
は
支
持
が
不
支
持
を
三
％
上
回
っ
て
支
持

率
四
〇
％
、
更
に
四
月
に
は
支
持
四
四
％
・
不
支
持
三
八
％
に
ま
で
復
調
し
た
。
そ
こ
に
本
文
で
述
べ
た
支
持
を
八
％
も
上
回
る
不
支
持
四
三
％
が

）
七
三
三
（



日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
一
考
察
（
瀧
川
）

二
五
三

も
っ
か
、
日
本
の
将
来
を
左
右
す
る
重
要
な
外
国
人
受
入
れ
政
策
が
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、

幕
末
の
開
鎖
論
争
の
よ
う
な
激
し
い
討
論
す
ら
な
さ
れ
ず
、
い
つ
の
間
に
か
大
き
な
転
換
期
に
突
入
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
批
評
す
べ
き

か
も
し
れ
な
い
。
果
た
し
て
政
府
が
め
ざ
し
て
い
る
外
国
人
と
の
共
生
社
会
は
、
真
に
国
民
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
得
ら
れ
る
よ
う
な
理
想

的
な
も
の
な
の
か
。
今
回
の
入
管
法
改
正
法
案
の
挫
折
を
契
機
と
し
、
国
民
を
巻
き
込
ん
だ
真
剣
な
議
論
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

（
1
）	

共
同
通
信
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
二
〇
二
一
年
三
月
一
二
日
の
記
事
「
入
管
の
収
容
女
性
死
亡
、
真
相
究
明
を
～
名
古
屋
で
、
ス
リ
ラ
ン
カ
国
籍
」

（https://this.kiji.is/743021093742592000?c=113147194022725109

）
を
参
照
。
以
下
、
本
稿
に
お
け
る
ウ
ェ
ブ
資
料
の
最
終
閲
覧
日
は
全

て
二
〇
二
一
年
七
月
六
日
と
す
る
。
ま
た
、
脚
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Ｐ
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の
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Ｐ
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日
本
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の
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表
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参
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し
、
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る
際
も
頁
数
は
明
記
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な
い
（
但
し
、
解
説
部
分
は
明
示
）。
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4
）	

「
社
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な
い
」（『
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四
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Ｈ
Ｐ
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Ｈ
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Ｗ
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Ｂ
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支
持
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と
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は
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の
九
月
の
発
足
以
来
、
翌
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〇
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に
初
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て
支
持
四
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％
・
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支
持
四
一
％
と
初
の
逆
転
現
象
が
生
じ
、
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月
に
は
支
持
三
八
％
・
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支
持
四
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％
と
更
に
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権
へ
の
不
支
持
が
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ま
っ
た
。
と
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ろ
が
、
三
月
に
は
支
持
が
不
支
持
を
三
％
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て
支
持
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％
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更
に
四
月
に
は
支
持
四
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％
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支
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八
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に
本
文
で
述
べ
た
支
持
を
八
％
も
上
回
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％
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）
七
三
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
五
四

出
現
し
た
次
第
で
、
こ
れ
は
過
去
最
低
の
数
値
で
あ
っ
た
。
な
お
テ
レ
ビ
朝
日
Ｈ
Ｐ
「
報
道
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
・
世
論
調
査
」（https://w

w
w
.tv-

asahi.co.jp/hst/poll/graph_naikaku.htm
l

）
で
も
、
同
五
月
一
六
日
付
け
の
支
持
率
は
三
五
・
六
％
で
、
支
持
し
な
い
は
四
五
・
九
％
と
さ
れ
て

お
り
、
不
支
持
の
数
値
と
し
て
は
過
去
最
高
を
記
録
し
て
い
る
。

（
6
）	

「
支
持
率
・
選
挙
憂
い

　諦
め
た
入
管
法
」（『
朝
日
新
聞
』
二
〇
二
一
年
五
月
一
九
日
朝
刊
、
三
面
）
を
参
照
。

（
7
）	

入
管
庁
Ｈ
Ｐ
「
令
和
二
年
末
現
在
に
お
け
る
在
留
外
国
人
数
に
つ
い
て
」（http://w

w
w
.m

oj.go.jp/isa/content/001344904.pdf

）、「【
第

１
表
】
国
籍
・
地
域
別
在
留
外
国
人
数
の
推
移
」、「【
第
１
─
１
図
】
在
留
外
国
人
数
の
推
移
（
総
数
）」
を
参
照
。
以
下
本
稿
で
は
、
縦
書
き
に
お

け
る
読
み
や
す
さ
に
配
慮
し
、
統
計
上
の
人
数
は
引
用
部
分
も
含
め
全
て
、
漢
数
字
に
万
や
千
、
百
、
十
を
挿
入
し
た
縦
書
き
表
記
に
改
め
た
。

（
8
）	

同
「
平
成
二
九
年
末
現
在
に
お
け
る
在
留
外
国
人
数
に
つ
い
て
」（http://w

w
w
.m

oj.go.jp/isa/content/930003615.pdf

）
を
参
照
。

（
9
）	

日
本
の
総
人
口
は
、
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
一
日
現
在
で
統
計
史
上
、
過
去
最
高
の
約
一
億
二
千
八
百
五
万
七
千
人
（
内
日
本
人
：
約
一
億
二
千

六
百
三
十
八
万
二
千
人
）
に
達
し
た
。
そ
の
後
は
十
年
連
続
で
減
少
し
続
け
、
二
〇
二
〇
年
一
二
月
一
日
現
在
で
約
一
億
二
千
五
百
六
十
五
万
一
千

人
（
内
日
本
人
：
約
一
億
二
千
三
百
十
五
万
五
千
人
）
と
な
っ
て
い
る
。
総
務
省
Ｈ
Ｐ
「
人
口
推
計
二
〇
一
九
年
（
令
和
元
年
）」（https://w

w
w
.

stat.go.jp/data/jinsui/2019np/pdf/gaiyou.pdf

）
ほ
か
を
参
照
。

（
10
）	

「
外
国
人
の
受
入
れ
環
境
の
整
備
に
関
す
る
業
務
の
基
本
方
針
に
つ
い
て
」
は
、
首
相
官
邸
Ｈ
Ｐ
「
外
国
人
材
の
受
入
れ
・
共
生
に
関
す
る
関

係
閣
僚
会
議
（
第
一
回
）
の
配
付
資
料
二
」（https://w

w
w
.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai1/siryou2.pdf

）
で
参
照
で
き
る
。

（
11
）	

首
相
官
邸
Ｈ
Ｐ
「
外
国
人
材
の
受
入
れ
・
共
生
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
」（https://w

w
w
.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/

）
を
参

照
。

（
12
）	

入
管
庁
Ｈ
Ｐ
「
出
入
国
在
留
管
理
庁
紹
介
映
像
～
出
入
国
在
留
管
理
庁
の
組
織
と
業
務
に
つ
い
て
～
」（https://w

w
w
.youtube.com

/

w
atch?v=ejgQ

g72C
w
Q
o

）
を
参
照
。
こ
の
他
、
同
Ｈ
Ｐ
で
は
「
外
国
人
共
生
施
策
」
の
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
て
、「
外
国
人
材
の
受
入
れ
・
共
生
に

関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
」
の
議
事
録
や
そ
こ
で
決
ま
っ
た
施
策
、
二
〇
一
九
年
度
に
六
回
、
二
〇
二
〇
年
度
に
七
回
実
施
さ
れ
た
「『
国
民
の
声
』

を
聴
く
会
」
の
議
事
録
、「
在
留
外
国
人
に
対
す
る
基
礎
調
査
」
の
結
果
な
ど
を
公
表
し
て
い
る
。
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
に
、「
御
意
見
箱
」
も
設

け
、
世
界
一
四
の
言
語
で
こ
れ
を
作
成
で
き
る
意
見
募
集
フ
ォ
ー
ム
ま
で
設
置
し
て
い
る
。

）
七
三
六
（

日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
一
考
察
（
瀧
川
）

二
五
五

（
13
）	

同
「
令
和
二
年
に
お
け
る
難
民
認
定
者
数
等
に
つ
い
て
」（http://w

w
w
.m

oj.go.jp/isa/content/001345018.pdf

）
を
参
照
。

（
14
）	

同
「
令
和
元
年
に
お
け
る
難
民
認
定
者
数
等
に
つ
い
て
」（http://w

w
w
.m

oj.go.jp/isa/content/930005069.pdf

）
を
参
照
。

（
15
）	

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
難
民
支
援
協
会
Ｈ
Ｐ
「
日
本
の
難
民
認
定
は
な
ぜ
少
な
い
か
？
」（https://w

w
w
.refugee.or.jp/refugee/japan_recog/

）
を

参
照
。

（
16
）	

国
連
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所
Ｈ
Ｐ
（https://w

w
w
.unhcr.org/jp/

）
を
参
照
。
特
に
「
数
字
で
見
る
難
民
情
勢
（
二
〇
一
九
年
）」

（https://w
w
w
.unhcr.org/jp/global_trends_2019

）
が
分
か
り
易
い
。

（
17
）	

関
東
弁
護
士
会
連
合
会
Ｈ
Ｐ
「
二
〇
二
一
年
度
（
令
和
三
年
度
）
声
明	

入
管
法
改
定
案
の
取
り
下
げ
に
あ
た
り
、
改
め
て
出
入
国
管
理
や
難

民
認
定
の
根
本
的
な
見
直
し
を
訴
え
る
理
事
長
談
話
」（http://w

w
w
.kanto-ba.org/declaration/detail/r03a03.htm

l

）
に
よ
れ
ば
、「
外
国
籍

市
民
と
の
共
生
の
あ
り
方
自
体
に
つ
い
て
も
、
基
本
法
の
制
定
を
視
野
に
入
れ
た
根
本
的
見
直
し
が
必
要
」
と
し
て
い
る
。

（
18
）	

岡
田
真
理
紗
「
外
国
人
増
加
へ
の
期
待
と
不
安
～
「
外
国
人
と
の
共
生
社
会
に
関
す
る
世
論
調
査
」
か
ら
～
」（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
文
化
研
究
所

『
放
送
研
究
と
調
査
』
二
〇
二
〇
年
八
月
号
、
二
〇
二
〇
年
八
月
）、
八
〇
頁
を
参
照
。
同
論
考
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
世
論
調
査
部
が
同
年
三
月
一
三
日
か
ら

一
五
日
に
か
け
、
一
八
歳
以
上
の
二
千
七
百
九
十
二
人
に
対
し
、
電
話
に
よ
り
行
っ
た
調
査
（
有
効
数
千
五
百
七
十
二
人
／
五
六
・
三
％
）
に
基
づ

く
も
の
で
あ
る
。

（
19
）	

明
石
純
一
「
現
代
日
本
の
入
管
法
制
の
展
開
―
管
理
強
化
の
経
緯
と
現
在
」（
前
掲
『
人
の
国
際
移
動
と
現
代
日
本
の
法
』）、
三
三
一
～

三
三
二
頁
、
髙
宅
茂
『
入
管
法
概
説
』（
有
斐
閣
、
二
〇
二
〇
年
）、
一
～
三
頁
を
参
照
。

（
20
）	

在
留
資
格
は
、
入
管
法
の
別
表
第
一
と
別
表
第
二
の
二
つ
の
別
表
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
表
の
上
欄
に
は
「
在
留
資
格
」
が
定
め

ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
対
応
す
る
形
で
表
の
下
欄
に
は
、
別
表
第
一
で
「
本
邦
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
活
動
」、
別
表
第
二
で
「
本
邦
に
お

い
て
有
す
る
身
分
又
は
地
位
」
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
前
掲
『
入
管
法
概
説
』、
二
六
～
二
七
頁
を
参
照
。

（
21
）	

移
民
（im

m
igrant

／m
igrant

）
と
い
う
言
葉
に
厳
格
な
定
義
を
求
め
る
こ
と
は
難
し
い
。
例
え
ば
、
明
石
純
一
『
入
国
管
理
政
策

「
一
九
九
〇
年
体
制
」
の
成
立
と
展
開
』（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）
の
一
頁
に
、「
諸
外
国
か
ら
人
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
半
ば
前
提
と

さ
れ
て
い
る
背
景
に
は
、「
移
民
」
の
受
け
入
れ
を
認
め
て
こ
な
か
っ
た
日
本
に
、
実
態
と
し
て
す
で
に
移
民
が
暮
ら
し
て
い
る
と
い
う
事
情
が
あ

）
七
三
三
（



日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
一
考
察
（
瀧
川
）

二
五
五

（
13
）	

同
「
令
和
二
年
に
お
け
る
難
民
認
定
者
数
等
に
つ
い
て
」（http://w

w
w
.m

oj.go.jp/isa/content/001345018.pdf

）
を
参
照
。

（
14
）	

同
「
令
和
元
年
に
お
け
る
難
民
認
定
者
数
等
に
つ
い
て
」（http://w

w
w
.m

oj.go.jp/isa/content/930005069.pdf

）
を
参
照
。

（
15
）	
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
難
民
支
援
協
会
Ｈ
Ｐ
「
日
本
の
難
民
認
定
は
な
ぜ
少
な
い
か
？
」（https://w

w
w
.refugee.or.jp/refugee/japan_recog/

）
を

参
照
。

（
16
）	

国
連
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所
Ｈ
Ｐ
（https://w

w
w
.unhcr.org/jp/

）
を
参
照
。
特
に
「
数
字
で
見
る
難
民
情
勢
（
二
〇
一
九
年
）」

（https://w
w
w
.unhcr.org/jp/global_trends_2019

）
が
分
か
り
易
い
。

（
17
）	

関
東
弁
護
士
会
連
合
会
Ｈ
Ｐ
「
二
〇
二
一
年
度
（
令
和
三
年
度
）
声
明	

入
管
法
改
定
案
の
取
り
下
げ
に
あ
た
り
、
改
め
て
出
入
国
管
理
や
難

民
認
定
の
根
本
的
な
見
直
し
を
訴
え
る
理
事
長
談
話
」（http://w

w
w
.kanto-ba.org/declaration/detail/r03a03.htm

l

）
に
よ
れ
ば
、「
外
国
籍

市
民
と
の
共
生
の
あ
り
方
自
体
に
つ
い
て
も
、
基
本
法
の
制
定
を
視
野
に
入
れ
た
根
本
的
見
直
し
が
必
要
」
と
し
て
い
る
。

（
18
）	

岡
田
真
理
紗
「
外
国
人
増
加
へ
の
期
待
と
不
安
～
「
外
国
人
と
の
共
生
社
会
に
関
す
る
世
論
調
査
」
か
ら
～
」（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
文
化
研
究
所

『
放
送
研
究
と
調
査
』
二
〇
二
〇
年
八
月
号
、
二
〇
二
〇
年
八
月
）、
八
〇
頁
を
参
照
。
同
論
考
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
世
論
調
査
部
が
同
年
三
月
一
三
日
か
ら

一
五
日
に
か
け
、
一
八
歳
以
上
の
二
千
七
百
九
十
二
人
に
対
し
、
電
話
に
よ
り
行
っ
た
調
査
（
有
効
数
千
五
百
七
十
二
人
／
五
六
・
三
％
）
に
基
づ

く
も
の
で
あ
る
。

（
19
）	

明
石
純
一
「
現
代
日
本
の
入
管
法
制
の
展
開
―
管
理
強
化
の
経
緯
と
現
在
」（
前
掲
『
人
の
国
際
移
動
と
現
代
日
本
の
法
』）、
三
三
一
～

三
三
二
頁
、
髙
宅
茂
『
入
管
法
概
説
』（
有
斐
閣
、
二
〇
二
〇
年
）、
一
～
三
頁
を
参
照
。

（
20
）	

在
留
資
格
は
、
入
管
法
の
別
表
第
一
と
別
表
第
二
の
二
つ
の
別
表
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
表
の
上
欄
に
は
「
在
留
資
格
」
が
定
め

ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
対
応
す
る
形
で
表
の
下
欄
に
は
、
別
表
第
一
で
「
本
邦
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
活
動
」、
別
表
第
二
で
「
本
邦
に
お

い
て
有
す
る
身
分
又
は
地
位
」
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
前
掲
『
入
管
法
概
説
』、
二
六
～
二
七
頁
を
参
照
。

（
21
）	

移
民
（im

m
igrant

／m
igrant

）
と
い
う
言
葉
に
厳
格
な
定
義
を
求
め
る
こ
と
は
難
し
い
。
例
え
ば
、
明
石
純
一
『
入
国
管
理
政
策

「
一
九
九
〇
年
体
制
」
の
成
立
と
展
開
』（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）
の
一
頁
に
、「
諸
外
国
か
ら
人
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
半
ば
前
提
と

さ
れ
て
い
る
背
景
に
は
、「
移
民
」
の
受
け
入
れ
を
認
め
て
こ
な
か
っ
た
日
本
に
、
実
態
と
し
て
す
で
に
移
民
が
暮
ら
し
て
い
る
と
い
う
事
情
が
あ

）
七
三
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
五
六

る
」
と
い
う
一
文
が
あ
る
（
詳
し
く
は
三
六
～
三
九
頁
で
解
説
）。
あ
る
い
は
吉
原
和
男
編
著
『
現
代
に
お
け
る
人
の
国
際
移
動	

ア
ジ
ア
の
な
か
の

日
本
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
）
の
三
頁
に
「
日
本
で
は
、
法
的
に
は
移
民
で
は
な
い
が
各
種
制
度
に
よ
っ
て
東
ア
ジ
ア
か
ら
だ

け
で
は
な
く
東
南
ア
ジ
ア
、
南
ア
ジ
ア
諸
国
か
ら
も
少
な
か
ら
ぬ
就
労
者
（
労
働
者
、
技
術
者
、
専
門
職
を
含
む
）
を
受
け
入
れ
て
い
る
し
、
南
米

に
か
つ
て
移
民
し
た
日
本
人
の
後
続
世
代
た
る
日
系
人
の
就
労
者
と
そ
の
随
伴
家
族
を
多
く
受
け
入
れ
て
い
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
日
本
で
は
法
制

度
の
建
て
前
と
社
会
の
実
態
と
の
間
に
か
な
り
の
径
庭
が
生
じ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
例
え
ば
上
林
千
恵
子
『
外
国
人
労
働
者
受
け
入
れ
と
日
本
社

会	

技
能
実
習
制
度
の
展
開
と
ジ
レ
ン
マ
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
五
年
）
で
は
社
会
学
的
観
点
か
ら
実
態
が
重
視
さ
れ
、「
日
本
が
移
民
政

策
と
し
て
外
国
人
労
働
者
の
受
け
入
れ
を
開
始
し
た
の
は
一
九
九
〇
年
以
降
の
こ
と
」（
一
七
頁
）
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
22
）	

一
九
八
一
（
昭
和
五
六
）
年
の
難
民
認
定
制
度
の
創
設
時
に
は
難
民
認
定
と
在
留
と
は
直
結
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
二
〇
〇
四
（
平
成
一
六
）

年
の
法
改
正
以
降
は
、
法
務
大
臣
が
難
民
申
請
し
た
外
国
人
を
難
民
と
認
定
す
る
と
「
定
住
者
」
の
在
留
資
格
の
取
得
が
許
可
さ
れ
る
（
入
管
法
第

六
一
条
の
二
の
二
及
び
、
同
二
の
三
）。

（
23
）	

外
務
省
人
道
支
援
室
「
難
民
条
約
」（
国
内
広
報
課
、
二
〇
〇
四
年
三
月
）、
一
～
六
頁
を
参
照
。
な
お
、
同
条
約
は
重
大
な
罪
を
犯
し
た
犯
罪

者
や
「
国
際
連
合
の
目
的
及
び
原
則
に
反
す
る
行
為
」
を
行
っ
た
者
に
も
適
用
さ
れ
な
い
（
同
三
七
頁
：
第
一
条
Ｆ
）。
総
じ
て
同
条
約
で
は
、
締

約
国
に
難
民
へ
の
保
護
措
置
等
を
求
め
る
だ
け
で
、
庇
護
す
べ
き
義
務
を
課
し
て
お
ら
ず
、「
庇
護
権
は
依
然
と
し
て
国
際
法
上
は
国
家
の
権
利
で

あ
り
、
個
人
は
国
際
法
上
の
人
権
と
し
て
の
庇
護
権
を
有
し
な
い
」
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
（
山
本
哲
史
「
国
際
人
権
法
の
観
点
か
ら
見
た
日
本

の
難
民
保
護
制
度
の
現
状
と
課
題
」『
移
民
政
策
研
究
』
第
八
号
、
二
〇
一
六
年
五
月
、
三
二
～
三
三
頁
を
参
照
）。

（
24
）	

日
本
に
と
っ
て
戦
後
か
ら
の
復
興
が
い
つ
成
し
遂
げ
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
は
様
々
な
見
解
が
あ
ろ
う
。
参
考
程
度
に
記
し
て
お
く
と
、

一
九
五
五
～
七
年
の
神
武
景
気
、
一
九
五
九
～
六
一
年
の
岩
戸
景
気
を
経
て
、
一
九
六
三
～
四
年
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
景
気
、
一
九
六
五
～
七
〇
年
の

い
ざ
な
ぎ
景
気
を
迎
え
た
日
本
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
、
一
九
六
八
年
に
は
西
ド
イ
ツ
を
抜
い
て
世
界
第
二
位
を
記
録
し
た
。
有
名
な
「
も
は
や
戦
後
で
は
な

い
」
の
言
葉
が
経
済
白
書
に
記
さ
れ
た
の
は
神
武
景
気
の
最
中
の
一
九
五
六
年
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
経
済
的
地
位
は
、
む
ろ
ん
二
度
の

オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
（
一
九
七
三
年
・
一
九
七
八
～
九
年
）
や
バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
（
一
九
九
一
年
）
な
ど
の
荒
波
に
揉
ま
れ
は
し
た
が
、
二
〇
一
〇

年
に
中
国
に
抜
か
れ
て
世
界
第
三
位
と
な
る
ま
で
、
実
に
四
十
二
年
間
も
続
い
た
。

）
七
三
三
（

日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
一
考
察
（
瀧
川
）

二
五
七

（
25
）	

前
掲
『
入
管
法
概
説
』、
三
二
五
～
三
二
八
頁
を
参
照
。
当
時
、
外
務
省
の
外
局
で
あ
っ
た
入
国
管
理
庁
は
、
翌
一
九
五
二
（
昭
和
二
七
）
年

八
月
の
行
政
機
構
改
革
に
よ
り
法
務
省
が
発
足
す
る
と
そ
の
内
部
部
局
の
入
国
管
理
局
と
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
二
〇
一
九
（
平
成
三
一
）
年
に
法
務

省
の
外
局
と
さ
れ
、
現
在
の
入
管
庁
と
な
っ
た
。

（
26
）	

同
右
、
三
二
九
頁
、
髙
宅
茂
・
瀧
川
修
吾
『
外
国
人
の
受
入
れ
と
日
本
社
会
』（
日
本
加
除
出
版
、
二
〇
一
八
年
）、
九
六
～
一
〇
八
頁
を
参
照
。

な
お
、
本
文
で
引
用
し
た
箇
所
は
、
国
会
会
議
録
検
索
シ
ス
テ
ム
「
第
一
一
六
回	

国
会
衆
議
院
法
務
委
員
会	

第
二
号	

平
成
元
年
一
一
月
一
〇
日
」

の
「
〇
〇
二
・
後
藤
正
夫
」（https://kokkai.ndl.go.jp/sim

ple/detail?m
inId=111605206X

00219891110&
spkN

um
=3#s3

）
法
務
大
臣
の
発

言
か
ら
引
用
し
た
。
ち
な
み
に
明
石
・
前
掲
書
で
は
、
一
九
八
九
年
一
二
月
の
入
管
法
改
正
以
降
、
現
在
に
連
な
る
入
国
管
理
政
策
を
「
一
九
九
〇

年
体
制
」
と
い
う
名
称
を
用
い
て
論
じ
て
い
る
。

（
27
）	

「
出
入
国
管
理
基
本
計
画
」
は
、
入
管
法
第
六
一
条
の
一
〇
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
務
大
臣
が
関
係
行
政
機
関
の
長
と
協
議
し
て
定
め
、
公
表

す
る
「
外
国
人
の
入
国
及
び
在
留
の
管
理
に
関
す
る
施
策
の
基
本
と
な
る
べ
き
計
画
」
で
あ
る
（
本
稿
は
『
官
報
』
号
外
第
七
八
号
、
一
九
九
二
年

六
月
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
を
Ｐ
Ｄ
Ｆ
で
参
照
）。
こ
れ
は
平
成
元
年
の
入
管
法
改
正
で
新
設
さ
れ
た
規
定
（
当
時
は
、
第
六
一
条
の
九
）
で
、
第
五

次
計
画
ま
で
策
定
さ
れ
た
。
二
〇
一
八
年
一
二
月
の
入
管
法
改
正
に
よ
り
、
法
務
省
が
出
入
国
に
加
え
て
「
外
国
人
の
在
留
」
の
公
正
な
管
理
を
図

る
任
務
を
負
う
こ
と
が
明
記
さ
れ
る
に
伴
い
、
そ
の
基
本
計
画
の
名
称
も
「
出
入
国
在
留
管
理
基
本
計
画
」
に
改
め
ら
れ
、
二
〇
一
九
年
四
月
に
公

表
さ
れ
て
い
る
（http://w

w
w
.m

oj.go.jp/isa/policies/policies/basic_plan.htm
l

）。
こ
れ
ら
基
本
計
画
は
、
こ
こ
で
引
用
し
た
最
初
の
「
出

入
国
管
理
基
本
計
画
」
以
外
は
全
て
入
管
庁
Ｈ
Ｐ
で
公
開
さ
れ
て
い
る
。

（
28
）	

前
掲
「
出
入
国
管
理
基
本
計
画
」「
は
じ
め
に
」、
二
頁
を
参
照
。
な
お
、
本
稿
が
考
察
の
対
象
と
す
る
「
不
法
就
労
問
題
」
に
つ
い
て
で
あ
る

が
、
最
新
の
「
出
入
国
在
留
管
理
基
本
計
画
」
に
よ
れ
ば
、「
不
法
残
留
者
は
、
一
九
九
三
年
五
月
一
日
時
点
の
三
〇
万
人
を
ピ
ー
ク
に
減
少
」
に

転
じ
た
と
い
う
（
一
六
頁
）。
そ
の
点
、
一
九
九
二
年
に
出
さ
れ
た
最
初
の
「
出
入
国
管
理
基
本
計
画
」
は
、
統
計
上
の
数
字
は
バ
ブ
ル
崩
壊
直
前

の
一
九
九
〇
年
の
も
の
を
使
用
し
て
お
り
、
こ
の
時
期
に
近
接
し
て
い
る
（
ち
な
み
に
、
第
二
次
は
二
〇
〇
〇
年
三
月
）。
そ
こ
で
以
下
本
稿
で
は
、

こ
こ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
情
報
を
多
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
29
）	

入
管
法
で
は
、
外
国
人
が
日
本
の
領
域
（
領
土
・
領
海
・
領
空
）
に
立
ち
入
る
こ
と
を
「
入
国
」、
領
土
に
立
ち
入
る
こ
と
を
「
上
陸
」、
領
土

）
七
三
三
（



日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
一
考
察
（
瀧
川
）

二
五
七

（
25
）	

前
掲
『
入
管
法
概
説
』、
三
二
五
～
三
二
八
頁
を
参
照
。
当
時
、
外
務
省
の
外
局
で
あ
っ
た
入
国
管
理
庁
は
、
翌
一
九
五
二
（
昭
和
二
七
）
年

八
月
の
行
政
機
構
改
革
に
よ
り
法
務
省
が
発
足
す
る
と
そ
の
内
部
部
局
の
入
国
管
理
局
と
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
二
〇
一
九
（
平
成
三
一
）
年
に
法
務

省
の
外
局
と
さ
れ
、
現
在
の
入
管
庁
と
な
っ
た
。

（
26
）	
同
右
、
三
二
九
頁
、
髙
宅
茂
・
瀧
川
修
吾
『
外
国
人
の
受
入
れ
と
日
本
社
会
』（
日
本
加
除
出
版
、
二
〇
一
八
年
）、
九
六
～
一
〇
八
頁
を
参
照
。

な
お
、
本
文
で
引
用
し
た
箇
所
は
、
国
会
会
議
録
検
索
シ
ス
テ
ム
「
第
一
一
六
回	

国
会
衆
議
院
法
務
委
員
会	

第
二
号	

平
成
元
年
一
一
月
一
〇
日
」

の
「
〇
〇
二
・
後
藤
正
夫
」（https://kokkai.ndl.go.jp/sim
ple/detail?m

inId=111605206X
00219891110&

spkN
um

=3#s3

）
法
務
大
臣
の
発

言
か
ら
引
用
し
た
。
ち
な
み
に
明
石
・
前
掲
書
で
は
、
一
九
八
九
年
一
二
月
の
入
管
法
改
正
以
降
、
現
在
に
連
な
る
入
国
管
理
政
策
を
「
一
九
九
〇

年
体
制
」
と
い
う
名
称
を
用
い
て
論
じ
て
い
る
。

（
27
）	

「
出
入
国
管
理
基
本
計
画
」
は
、
入
管
法
第
六
一
条
の
一
〇
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
務
大
臣
が
関
係
行
政
機
関
の
長
と
協
議
し
て
定
め
、
公
表

す
る
「
外
国
人
の
入
国
及
び
在
留
の
管
理
に
関
す
る
施
策
の
基
本
と
な
る
べ
き
計
画
」
で
あ
る
（
本
稿
は
『
官
報
』
号
外
第
七
八
号
、
一
九
九
二
年

六
月
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
を
Ｐ
Ｄ
Ｆ
で
参
照
）。
こ
れ
は
平
成
元
年
の
入
管
法
改
正
で
新
設
さ
れ
た
規
定
（
当
時
は
、
第
六
一
条
の
九
）
で
、
第
五

次
計
画
ま
で
策
定
さ
れ
た
。
二
〇
一
八
年
一
二
月
の
入
管
法
改
正
に
よ
り
、
法
務
省
が
出
入
国
に
加
え
て
「
外
国
人
の
在
留
」
の
公
正
な
管
理
を
図

る
任
務
を
負
う
こ
と
が
明
記
さ
れ
る
に
伴
い
、
そ
の
基
本
計
画
の
名
称
も
「
出
入
国
在
留
管
理
基
本
計
画
」
に
改
め
ら
れ
、
二
〇
一
九
年
四
月
に
公

表
さ
れ
て
い
る
（http://w
w
w
.m

oj.go.jp/isa/policies/policies/basic_plan.htm
l

）。
こ
れ
ら
基
本
計
画
は
、
こ
こ
で
引
用
し
た
最
初
の
「
出

入
国
管
理
基
本
計
画
」
以
外
は
全
て
入
管
庁
Ｈ
Ｐ
で
公
開
さ
れ
て
い
る
。

（
28
）	

前
掲
「
出
入
国
管
理
基
本
計
画
」「
は
じ
め
に
」、
二
頁
を
参
照
。
な
お
、
本
稿
が
考
察
の
対
象
と
す
る
「
不
法
就
労
問
題
」
に
つ
い
て
で
あ
る

が
、
最
新
の
「
出
入
国
在
留
管
理
基
本
計
画
」
に
よ
れ
ば
、「
不
法
残
留
者
は
、
一
九
九
三
年
五
月
一
日
時
点
の
三
〇
万
人
を
ピ
ー
ク
に
減
少
」
に

転
じ
た
と
い
う
（
一
六
頁
）。
そ
の
点
、
一
九
九
二
年
に
出
さ
れ
た
最
初
の
「
出
入
国
管
理
基
本
計
画
」
は
、
統
計
上
の
数
字
は
バ
ブ
ル
崩
壊
直
前

の
一
九
九
〇
年
の
も
の
を
使
用
し
て
お
り
、
こ
の
時
期
に
近
接
し
て
い
る
（
ち
な
み
に
、
第
二
次
は
二
〇
〇
〇
年
三
月
）。
そ
こ
で
以
下
本
稿
で
は
、

こ
こ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
情
報
を
多
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
29
）	

入
管
法
で
は
、
外
国
人
が
日
本
の
領
域
（
領
土
・
領
海
・
領
空
）
に
立
ち
入
る
こ
と
を
「
入
国
」、
領
土
に
立
ち
入
る
こ
と
を
「
上
陸
」、
領
土

）
七
三
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
五
八

内
に
滞
在
す
る
こ
と
を
「
在
留
」
と
表
現
し
て
い
る
。
外
国
人
の
「
入
国
」
に
つ
い
て
は
旅
券
の
所
持
な
ど
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る

が
「
許
可
」
を
受
け
る
こ
と
は
求
め
て
い
な
い
。
外
国
人
の
「
上
陸
」
と
「
在
留
」
に
つ
い
て
は
「
許
可
」
を
受
け
る
こ
と
を
求
め
、
現
行
法
上
は

こ
れ
を
同
時
に
行
っ
て
い
る
。
前
掲
『
外
国
人
の
受
入
れ
と
日
本
社
会
』、
三
～
四
頁
を
参
照
。

（
30
）	
こ
の
分
野
の
研
究
に
有
用
な
資
料
と
し
て
『
出
入
国
在
留
管
理
』
が
あ
る
（
二
〇
一
八
年
版
ま
で
の
名
称
は
『
出
入
国
管
理
』）。
入
管
庁
が
毎

年
出
す
『
入
管
白
書
』
で
、
Ｈ
Ｐ
に
は
二
〇
〇
三
年
版
（
こ
れ
以
前
は
五
年
に
一
度
刊
行
）
以
降
、
全
て
の
も
の
が
Ｐ
Ｄ
Ｆ
化
さ
れ
て
公
開
さ
れ
て

い
る
（http://w

w
w
.m

oj.go.jp/isa/policies/policies/seisaku_index2.htm
l

）。『
二
〇
二
〇
入
管
白
書
・
目
次
』
に
よ
れ
ば
、
偽
装
滞
在
者
と

は
、「
偽
装
結
婚
、
偽
装
留
学
、
偽
装
就
労
な
ど
、
偽
変
造
文
書
や
虚
偽
文
書
を
行
使
す
る
な
ど
し
て
身
分
や
活
動
目
的
を
偽
り
、
あ
た
か
も
在
留

資
格
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
か
の
ご
と
く
偽
装
し
て
不
正
に
入
国
・
在
留
許
可
を
受
け
て
在
留
す
る
者
、
あ
る
い
は
、
必
ず
し
も
当
初
か
ら
活
動

目
的
を
偽
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
現
に
有
す
る
在
留
資
格
と
は
か
け
離
れ
て
不
法
に
就
労
等
す
る
者
の
こ
と
」（
五
頁
）
で
あ
る
。

（
31
）	

入
管
庁
Ｈ
Ｐ
「「
不
法
就
労
外
国
人
対
策
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
月
間
」
の
実
施
に
つ
い
て
」（http://w

w
w
.m

oj.go.jp/isa/content/001349112.

pdf

）
を
参
照
。
ち
な
み
に
、
二
〇
二
〇
年
度
は
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
一
一
月
の
実
施
と
な
っ
た
。

（
32
）	

同
右
。
他
に
も
不
法
滞
在
者
の
自
主
的
な
出
頭
を
促
す
た
め
に
「
出
国
命
令
制
度
」
を
設
け
（
二
〇
〇
六
年
）、
制
度
の
該
当
者
に
は
日
本
へ

の
再
入
国
禁
止
の
期
間
を
一
年
間
に
短
縮
す
る
（
退
去
強
制
手
続
の
場
合
は
最
低
で
も
五
年
間
）
な
ど
の
便
宜
を
は
か
っ
て
い
る
。
同
「
出
国
命
令

制
度
に
つ
い
て
」（http://w

w
w
.m

oj.go.jp/isa/publications/m
aterials/seido01.htm

l

）、
同
「
出
頭
申
告
の
ご
案
内
～
不
法
滞
在
で
悩
ん
で

い
る
外
国
人
の
方
へ
～
」（http://w

w
w
.m

oj.go.jp/isa/publications/m
aterials/nyukan_nyukan87.htm

l

）
な
ど
を
参
照
。

（
33
）	

前
掲
「
出
入
国
管
理
基
本
計
画
」「
Ⅰ	

外
国
人
の
入
国
・
在
留
状
況
」「
二	

在
留
資
格
別
入
国
者
数
と
在
留
の
状
況
」、
二
頁
。

（
34
）	

入
管
庁
Ｈ
Ｐ
「
令
和
二
年
に
お
け
る
外
国
人
入
国
者
数
及
び
日
本
人
出
国
者
数
等
に
つ
い
て
」（http://w

w
w
.m

oj.go.jp/isa/

content/001344525.pdf

）
を
参
照
。
ち
な
み
に
、
一
九
九
〇
年
（
五
二
・
六
億
人
）
か
ら
二
〇
二
〇
年
（
七
八
億
人
）
ま
で
の
地
球
人
口
の
増
加

は
約
一
・
五
倍
で
あ
る
。

（
35
）	

な
お
、
現
在
の
入
管
庁
の
定
員
は
「
法
務
省
定
員
規
則
（
平
成
一
三
年
法
務
省
令
第
一
六
号
）」
で
「
六
千
二
十
二
人
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

一
九
九
〇
年
当
時
の
入
国
管
理
官
職
員
の
定
員
一
千
八
百
十
六
名
と
比
較
す
る
と
約
三
・
三
倍
の
増
員
で
あ
っ
た
。『
平
成
一
六
年
版
出
入
国
管
理
』

）
七
三
三
（

日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
一
考
察
（
瀧
川
）

二
五
九

（http://w
w
w
.m

oj.go.jp/content/000001937.pdf

）、
一
四
八
頁
を
参
照
。

（
36
）	

前
掲
「
出
入
国
管
理
基
本
計
画
」「
Ⅰ	

外
国
人
の
入
国
・
在
留
状
況
」「
三	

入
管
法
違
反
事
件
等
の
状
況
」、
五
頁
を
参
照
。

（
37
）	

同
右
。
な
お
、
入
管
法
別
表
第
一
、
三
の
表
に
あ
る
「
短
期
滞
在
」
と
は
、「
観
光
、
保
養
、
ス
ポ
ー
ツ
、
親
族
の
訪
問
、
見
学
、
講
習
又
は

会
合
へ
の
参
加
、
業
務
連
絡
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
活
動
」
で
、
就
労
活
動
は
原
則
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
臨
時
の
報
酬
等
を
受
け
る
活

動
は
こ
れ
に
あ
た
ら
な
い
。
そ
の
期
間
は
最
長
で
も
一
八
〇
日
と
さ
れ
、
た
と
え
一
回
の
滞
在
が
短
く
と
も
繰
り
返
し
滞
在
す
る
こ
と
で
こ
の
範
囲

を
超
え
る
場
合
も
短
期
滞
在
の
在
留
資
格
に
は
該
当
し
な
い
と
さ
れ
る
。
前
掲
『
入
管
法
大
全	

Ⅱ
在
留
資
格
』、
二
四
二
～
二
四
三
頁
を
参
照
。

（
38
）	

前
掲
「
出
入
国
管
理
基
本
計
画
」「
Ⅰ	

外
国
人
の
入
国
・
在
留
状
況
」「
三	

入
管
法
違
反
事
件
等
の
状
況
」、
六
頁
を
参
照
。

（
39
）	

同
右
。
当
時
の
労
働
者
の
名
目
賃
金
を
、
日
本
を
一
〇
〇
と
し
て
指
数
で
比
較
し
て
み
る
と
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
が
約
一
・
四
で
、
フ
ィ
リ
ピ

ン
が
約
五
・
一
、
パ
キ
ス
タ
ン
が
約
二
・
九
、
タ
イ
が
約
五
・
五
、
中
国
が
一
・
五
で
あ
っ
た
と
い
う
。
い
わ
ゆ
る
発
展
途
上
国
の
人
々
に
と
っ
て
日
本

で
の
就
労
が
い
か
に
魅
力
的
で
あ
っ
た
か
が
窺
え
よ
う
。

（
40
）	

グ
ロ
ー
バ
ル
ノ
ー
ト
（https://w

w
w
.globalnote.jp/

）
で
作
成
し
た
デ
ー
タ
を
エ
ク
セ
ル
に
転
写
し
た
表
で
あ
る
。
表
の
下
に
も
明
記
し
た

が
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
統
計
に
基
づ
く
名
目
ベ
ー
ス
の
人
口
一
人
当
た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
で
、
米
ド
ル
へ
の
換
算
は
各
年
の
平
均
為
替
レ
ー
ト
ベ
ー
ス
と
の
こ
と
で
あ

る
。
む
ろ
ん
、
一
人
当
た
り
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
個
人
所
得
の
指
標
で
は
な
く
、
そ
の
国
の
通
貨
の
為
替
レ
ー
ト
の
変
動
の
影
響
も
受
け
る
た
め
、
厳
密

さ
を
期
し
た
も
の
で
は
な
い
。
な
お
、
二
〇
二
〇
年
の
数
値
は
、
香
港
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
以
外
は
全
て
Ｉ
Ｍ
Ｆ
推
定

値
で
、
逆
に
二
〇
一
九
年
の
日
本
と
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
、
二
〇
一
四
年
の
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
推
定
値
で
あ
る
が
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
、

表
に
は
明
記
し
な
か
っ
た
。

（
41
）	

前
掲
「
出
入
国
在
留
管
理
基
本
計
画
」、
一
六
頁
、「
第
四
次
出
入
国
管
理
基
本
計
画
」（
二
〇
一
〇
年
）、
一
二
～
一
三
頁
を
参
照
。
な
お
不
法

残
留
者
の
ピ
ー
ク
は
、
統
計
上
「
二
十
九
万
八
千
六
百
四
十
六
人
」
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
暗
数
数
万
人
が
い
た
も
の
と
推
定
で
き
る
。

（
42
）	

明
石
・
前
掲
論
文
、
三
三
五
～
三
三
六
頁
、
前
掲
『
外
国
人
の
受
入
れ
と
日
本
社
会
』、
一
三
四
～
一
四
一
頁
を
参
照
。
な
お
、
入
管
法
は
そ

の
後
も
強
化
が
図
ら
れ
、
二
〇
〇
一
年
に
は
退
去
拒
否
事
由
と
上
陸
拒
否
事
由
の
強
化
や
偽
装
文
書
へ
の
対
策
も
新
設
さ
れ
た
。
さ
ら
に
二
〇
〇
四

年
に
は
不
法
滞
在
者
の
自
主
的
出
頭
を
促
し
た
り
、
迅
速
か
つ
効
率
的
に
出
国
さ
せ
る
体
制
を
構
築
し
た
り
、
上
陸
拒
否
期
間
を
十
年
に
伸
張
し
た

）
七
三
三
（



日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
一
考
察
（
瀧
川
）

二
五
九

（http://w
w
w
.m

oj.go.jp/content/000001937.pdf

）、
一
四
八
頁
を
参
照
。

（
36
）	

前
掲
「
出
入
国
管
理
基
本
計
画
」「
Ⅰ	

外
国
人
の
入
国
・
在
留
状
況
」「
三	

入
管
法
違
反
事
件
等
の
状
況
」、
五
頁
を
参
照
。

（
37
）	
同
右
。
な
お
、
入
管
法
別
表
第
一
、
三
の
表
に
あ
る
「
短
期
滞
在
」
と
は
、「
観
光
、
保
養
、
ス
ポ
ー
ツ
、
親
族
の
訪
問
、
見
学
、
講
習
又
は

会
合
へ
の
参
加
、
業
務
連
絡
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
活
動
」
で
、
就
労
活
動
は
原
則
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
臨
時
の
報
酬
等
を
受
け
る
活

動
は
こ
れ
に
あ
た
ら
な
い
。
そ
の
期
間
は
最
長
で
も
一
八
〇
日
と
さ
れ
、
た
と
え
一
回
の
滞
在
が
短
く
と
も
繰
り
返
し
滞
在
す
る
こ
と
で
こ
の
範
囲

を
超
え
る
場
合
も
短
期
滞
在
の
在
留
資
格
に
は
該
当
し
な
い
と
さ
れ
る
。
前
掲
『
入
管
法
大
全	

Ⅱ
在
留
資
格
』、
二
四
二
～
二
四
三
頁
を
参
照
。

（
38
）	

前
掲
「
出
入
国
管
理
基
本
計
画
」「
Ⅰ	

外
国
人
の
入
国
・
在
留
状
況
」「
三	

入
管
法
違
反
事
件
等
の
状
況
」、
六
頁
を
参
照
。

（
39
）	

同
右
。
当
時
の
労
働
者
の
名
目
賃
金
を
、
日
本
を
一
〇
〇
と
し
て
指
数
で
比
較
し
て
み
る
と
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
が
約
一
・
四
で
、
フ
ィ
リ
ピ

ン
が
約
五
・
一
、
パ
キ
ス
タ
ン
が
約
二
・
九
、
タ
イ
が
約
五
・
五
、
中
国
が
一
・
五
で
あ
っ
た
と
い
う
。
い
わ
ゆ
る
発
展
途
上
国
の
人
々
に
と
っ
て
日
本

で
の
就
労
が
い
か
に
魅
力
的
で
あ
っ
た
か
が
窺
え
よ
う
。

（
40
）	

グ
ロ
ー
バ
ル
ノ
ー
ト
（https://w
w
w
.globalnote.jp/

）
で
作
成
し
た
デ
ー
タ
を
エ
ク
セ
ル
に
転
写
し
た
表
で
あ
る
。
表
の
下
に
も
明
記
し
た

が
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
統
計
に
基
づ
く
名
目
ベ
ー
ス
の
人
口
一
人
当
た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
で
、
米
ド
ル
へ
の
換
算
は
各
年
の
平
均
為
替
レ
ー
ト
ベ
ー
ス
と
の
こ
と
で
あ

る
。
む
ろ
ん
、
一
人
当
た
り
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
個
人
所
得
の
指
標
で
は
な
く
、
そ
の
国
の
通
貨
の
為
替
レ
ー
ト
の
変
動
の
影
響
も
受
け
る
た
め
、
厳
密

さ
を
期
し
た
も
の
で
は
な
い
。
な
お
、
二
〇
二
〇
年
の
数
値
は
、
香
港
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
以
外
は
全
て
Ｉ
Ｍ
Ｆ
推
定

値
で
、
逆
に
二
〇
一
九
年
の
日
本
と
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
、
二
〇
一
四
年
の
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
推
定
値
で
あ
る
が
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
、

表
に
は
明
記
し
な
か
っ
た
。

（
41
）	

前
掲
「
出
入
国
在
留
管
理
基
本
計
画
」、
一
六
頁
、「
第
四
次
出
入
国
管
理
基
本
計
画
」（
二
〇
一
〇
年
）、
一
二
～
一
三
頁
を
参
照
。
な
お
不
法

残
留
者
の
ピ
ー
ク
は
、
統
計
上
「
二
十
九
万
八
千
六
百
四
十
六
人
」
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
暗
数
数
万
人
が
い
た
も
の
と
推
定
で
き
る
。

（
42
）	

明
石
・
前
掲
論
文
、
三
三
五
～
三
三
六
頁
、
前
掲
『
外
国
人
の
受
入
れ
と
日
本
社
会
』、
一
三
四
～
一
四
一
頁
を
参
照
。
な
お
、
入
管
法
は
そ

の
後
も
強
化
が
図
ら
れ
、
二
〇
〇
一
年
に
は
退
去
拒
否
事
由
と
上
陸
拒
否
事
由
の
強
化
や
偽
装
文
書
へ
の
対
策
も
新
設
さ
れ
た
。
さ
ら
に
二
〇
〇
四

年
に
は
不
法
滞
在
者
の
自
主
的
出
頭
を
促
し
た
り
、
迅
速
か
つ
効
率
的
に
出
国
さ
せ
る
体
制
を
構
築
し
た
り
、
上
陸
拒
否
期
間
を
十
年
に
伸
張
し
た

）
七
三
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
六
〇

り
（
累
犯
が
無
い
者
の
み
五
年
）、
在
留
資
格
の
取
消
制
度
も
新
設
さ
れ
た
。
翌
二
〇
〇
五
年
に
も
い
わ
ゆ
る
人
身
取
引
議
定
書
と
密
入
国
議
定
書

に
対
応
す
る
改
正
が
、
二
〇
〇
六
年
に
も
テ
ロ
未
然
防
止
の
た
め
に
、
上
陸
申
請
時
の
個
人
識
別
情
報
の
提
供
制
度
が
新
設
さ
れ
、
退
去
強
制
事
由

の
整
備
も
な
さ
れ
た
。

（
43
）	
入
管
庁
Ｈ
Ｐ
「
不
法
滞
在
者
五
年
半
減
計
画
の
実
施
結
果
に
つ
い
て
」（http://w

w
w
.m

oj.go.jp/isa/publications/m
aterials/121226_

huhoutaizai.htm
l

）
を
参
照
。

（
44
）	

金
山
泰
介
『
新
版	

警
察
行
政
概
論
』（
立
花
書
房
、
二
〇
一
九
年
）、
二
七
～
二
九
頁
、
首
相
官
邸
Ｈ
Ｐ
「
犯
罪
に
強
い
社
会
の
実
現
の
た
め

の
行
動
計
画
」（https://w

w
w
.kantei.go.jp/jp/singi/hanzai/kettei/031218keikaku.htm

l

）
を
参
照
。

（
45
）	

前
掲
「
出
入
国
在
留
管
理
基
本
計
画
」、
一
六
～
一
七
頁
、
入
管
庁
Ｈ
Ｐ
「
本
邦
に
お
け
る
不
法
残
留
者
数
に
つ
い
て
（
平
成
三
〇
年
一
月
一

日
現
在
）」（http://w

w
w
.m

oj.go.jp/isa/content/930003584.pdf

）、「
同
（
令
和
三
年
一
月
一
日
現
在
）」（http://w

w
w
.m

oj.go.jp/isa/

content/001344148.pdf

）
を
参
照
。

（
46
）	

同
右
。
な
お
、
不
法
在
留
者
数
は
二
〇
一
五
年
が
九
百
四
十
六
人
増
、
一
六
年
が
二
千
八
百
十
一
人
増
、
一
七
年
が
二
千
四
百
五
十
二
人
増
、

一
八
年
が
一
千
二
百
二
十
八
人
増
、
一
九
年
が
七
千
六
百
六
十
九
人
増
、
二
〇
年
が
八
千
七
百
二
十
五
人
増
、
二
一
年
が
二
十
四
人
減
で
あ
る
。

（
47
）	

前
掲
『
外
国
人
の
受
入
れ
と
日
本
社
会
』、
一
九
二
～
一
九
三
頁
を
参
照
。
ち
な
み
に
、
日
系
人
は
、
現
行
制
度
の
基
本
的
枠
組
み
が
構
築
さ

れ
た
一
九
八
九
年
一
二
月
の
入
管
法
改
正
以
降
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
就
労
活
動
に
従
事
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

（
48
）	

同
右
、
一
九
三
～
一
九
四
頁
を
参
照
。
こ
う
し
た
手
法
は
、
二
〇
一
四
年
の
「
外
国
人
建
設
就
労
者
受
入
事
業
」
に
お
い
て
、
東
日
本
大
震
災

か
ら
の
復
興
事
業
の
加
速
化
や
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
伴
う
建
設
需
要
を
支
え
る
人
材
を
確
保
す
る
た
め
に
「
建
設
特
定
活

動
」
と
い
う
在
留
資
格
を
設
け
る
か
た
ち
で
も
実
践
さ
れ
て
い
る
。
国
土
交
通
省
土
地
・
建
設
産
業
局
「
外
国
人
建
設
就
労
者
受
入
事
業
に
関
す
る

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
二
〇
一
四
年
一
一
月
（https://w

w
w
.m

lit.go.jp/com
m
on/001059458.pdf

）
を
参
照
。

（
49
）	

明
石
・
前
掲
論
文
、
三
三
三
～
三
三
四
頁
を
参
照
。
な
お
、
梶
田
孝
道
『
外
国
人
労
働
者
と
日
本
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
、
一
九
九
四
年
）
で

は
、「
研
修
」
や
「
興
行
」、「
留
学
生
」
な
ど
の
在
留
資
格
の
外
国
人
と
日
系
人
は
就
労
を
目
的
と
す
る
入
国
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際

は
「「
就
労
」
そ
れ
自
体
を
目
的
と
し
て
い
る
」
と
し
て
「「
バ
ッ
ク
・
ド
ア
」
政
策
」
と
表
現
し
、
技
能
実
習
制
度
は
「
一
定
の
条
件
つ
き
と
は
い

）
七
三
三
（

日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
一
考
察
（
瀧
川
）

二
六
一

え
通
常
の
就
労
を
認
め
て
」
い
る
た
め
「「
サ
イ
ド
・
ド
ア
」
政
策
」
と
さ
れ
て
い
る
（
四
五
頁
）。
も
ち
ろ
ん
一
見
識
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
外

国
人
に
よ
る
不
法
就
労
や
、
制
度
を
目
的
外
に
悪
用
す
る
外
国
人
受
入
れ
の
手
法
を
「
バ
ッ
ク
ド
ア
」
と
形
容
し
た
。

（
50
）	

偽
装
留
学
生
の
防
止
は
、
当
人
の
就
学
意
欲
や
日
本
語
能
力
等
を
書
類
審
査
や
面
接
で
丁
寧
に
確
認
し
た
り
、
大
半
の
留
学
生
は
受
験
前
に
日

本
語
学
校
に
通
う
こ
と
か
ら
そ
う
し
た
機
関
と
の
連
携
を
強
化
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
あ
る
程
度
は
実
現
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
述
し
た
よ
う

に
学
ぶ
内
に
生
じ
る
当
人
の
心
の
変
化
は
自
然
発
生
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
こ
に
完
全
を
期
す
こ
と
は
も
と
よ
り
難
し
い
。
す
な
わ
ち
、
コ
ン
プ

ラ
イ
ア
ン
ス
と
い
う
別
の
視
点
で
の
合
意
形
成
が
必
要
と
い
え
る
が
、
そ
こ
で
納
得
の
い
く
説
明
を
行
う
に
は
日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
へ
の
理

解
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
51
）	

前
掲
『
外
国
人
の
受
入
れ
と
日
本
社
会
』、
一
一
七
～
一
一
八
頁
、
一
二
八
～
一
三
一
頁
を
参
照
。
技
能
実
習
制
度
は
、
一
九
八
一
年
の
入
管

法
改
正
で
新
設
さ
れ
た
研
修
制
度
を
引
き
継
ぐ
形
で
、
研
修
に
よ
り
一
定
水
準
以
上
の
技
能
・
技
術
等
を
修
得
し
た
外
国
人
を
「
特
定
活
動
」
の
在

留
資
格
に
変
更
し
、
研
修
を
受
け
た
機
関
と
同
じ
機
関
で
雇
用
契
約
に
基
づ
き
、
そ
の
技
能
・
技
術
等
を
よ
り
実
践
的
に
修
得
す
る
も
の
と
し
て
始

ま
っ
た
。
こ
れ
は
研
修
生
を
低
賃
金
労
働
者
と
し
て
扱
う
企
業
と
、
他
方
で
研
修
手
当
を
事
実
上
の
報
酬
と
し
て
働
く
研
修
生
が
後
を
絶
た
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
は
解
消
さ
れ
な
か
っ
た
。
主
な
原
因
は
、
本
来
適
正
化
を
監
督
す
る
立
場
の
監
理
団
体
が
同
時
に
実
施
主
体
に
他
な

ら
な
か
っ
た
か
ら
で
、
総
じ
て
立
場
上
優
位
な
企
業
側
に
都
合
の
良
い
運
用
を
許
す
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

（
52
）	

前
掲
、
国
会
会
議
録
検
索
シ
ス
テ
ム
「
第
一
二
三
回
国
会	

参
議
院
本
会
議	

第
二
号	

平
成
四
年
一
月
二
九
日
」
の
「
〇
一
四
・
近
藤
鉄
雄
」

（https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?m
inId=112315254X

00219920129&
current=7

）
を
参
照
。
な
お
、
二
〇
一
六
年
に
制
定
さ
れ
た
技
能
実

習
法
（
外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す
る
法
律
）
の
第
一
条
に
も
「
人
材
育
成
を
通
じ
た
開
発
途
上
地
域
等

へ
の
技
能
、
技
術
又
は
知
識
の
移
転
に
よ
る
国
際
協
力
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。

（
53
）	

同
右
。
労
相
の
こ
う
し
た
発
言
か
ら
は
、
当
時
の
日
本
に
「
人
手
不
足
」
か
ら
外
国
人
労
働
者
を
欲
す
る
声
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
こ
と
と
、

他
方
で
単
純
労
働
者
と
し
て
外
国
人
を
安
易
に
受
け
入
れ
る
こ
と
へ
の
反
対
論
も
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。

（
54
）	

Ｎ
Ｈ
Ｋ
取
材
班
『
外
国
人
労
働
力
を
ど
う
受
け
入
れ
る
べ
き
か
―
「
安
い
労
働
力
」
か
ら
「
戦
力
」
へ
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、
二
〇
一
七
年
）、
国

際
連
合
広
報
セ
ン
タ
ー
Ｈ
Ｐ
二
〇
一
〇
年
三
月
三
一
日
の
記
事
「
移
住
者
の
人
権
に
関
す
る
国
連
専
門
家
、
訪
日
調
査
を
終
了
」（https://w

w
w
.unic.

）
七
三
七
（



日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
一
考
察
（
瀧
川
）

二
六
一

え
通
常
の
就
労
を
認
め
て
」
い
る
た
め
「「
サ
イ
ド
・
ド
ア
」
政
策
」
と
さ
れ
て
い
る
（
四
五
頁
）。
も
ち
ろ
ん
一
見
識
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
外

国
人
に
よ
る
不
法
就
労
や
、
制
度
を
目
的
外
に
悪
用
す
る
外
国
人
受
入
れ
の
手
法
を
「
バ
ッ
ク
ド
ア
」
と
形
容
し
た
。

（
50
）	
偽
装
留
学
生
の
防
止
は
、
当
人
の
就
学
意
欲
や
日
本
語
能
力
等
を
書
類
審
査
や
面
接
で
丁
寧
に
確
認
し
た
り
、
大
半
の
留
学
生
は
受
験
前
に
日

本
語
学
校
に
通
う
こ
と
か
ら
そ
う
し
た
機
関
と
の
連
携
を
強
化
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
あ
る
程
度
は
実
現
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
述
し
た
よ
う

に
学
ぶ
内
に
生
じ
る
当
人
の
心
の
変
化
は
自
然
発
生
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
こ
に
完
全
を
期
す
こ
と
は
も
と
よ
り
難
し
い
。
す
な
わ
ち
、
コ
ン
プ

ラ
イ
ア
ン
ス
と
い
う
別
の
視
点
で
の
合
意
形
成
が
必
要
と
い
え
る
が
、
そ
こ
で
納
得
の
い
く
説
明
を
行
う
に
は
日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
へ
の
理

解
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
51
）	

前
掲
『
外
国
人
の
受
入
れ
と
日
本
社
会
』、
一
一
七
～
一
一
八
頁
、
一
二
八
～
一
三
一
頁
を
参
照
。
技
能
実
習
制
度
は
、
一
九
八
一
年
の
入
管

法
改
正
で
新
設
さ
れ
た
研
修
制
度
を
引
き
継
ぐ
形
で
、
研
修
に
よ
り
一
定
水
準
以
上
の
技
能
・
技
術
等
を
修
得
し
た
外
国
人
を
「
特
定
活
動
」
の
在

留
資
格
に
変
更
し
、
研
修
を
受
け
た
機
関
と
同
じ
機
関
で
雇
用
契
約
に
基
づ
き
、
そ
の
技
能
・
技
術
等
を
よ
り
実
践
的
に
修
得
す
る
も
の
と
し
て
始

ま
っ
た
。
こ
れ
は
研
修
生
を
低
賃
金
労
働
者
と
し
て
扱
う
企
業
と
、
他
方
で
研
修
手
当
を
事
実
上
の
報
酬
と
し
て
働
く
研
修
生
が
後
を
絶
た
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
は
解
消
さ
れ
な
か
っ
た
。
主
な
原
因
は
、
本
来
適
正
化
を
監
督
す
る
立
場
の
監
理
団
体
が
同
時
に
実
施
主
体
に
他
な

ら
な
か
っ
た
か
ら
で
、
総
じ
て
立
場
上
優
位
な
企
業
側
に
都
合
の
良
い
運
用
を
許
す
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

（
52
）	

前
掲
、
国
会
会
議
録
検
索
シ
ス
テ
ム
「
第
一
二
三
回
国
会	

参
議
院
本
会
議	

第
二
号	

平
成
四
年
一
月
二
九
日
」
の
「
〇
一
四
・
近
藤
鉄
雄
」

（https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?m
inId=112315254X

00219920129&
current=7

）
を
参
照
。
な
お
、
二
〇
一
六
年
に
制
定
さ
れ
た
技
能
実

習
法
（
外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す
る
法
律
）
の
第
一
条
に
も
「
人
材
育
成
を
通
じ
た
開
発
途
上
地
域
等

へ
の
技
能
、
技
術
又
は
知
識
の
移
転
に
よ
る
国
際
協
力
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。

（
53
）	

同
右
。
労
相
の
こ
う
し
た
発
言
か
ら
は
、
当
時
の
日
本
に
「
人
手
不
足
」
か
ら
外
国
人
労
働
者
を
欲
す
る
声
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
こ
と
と
、

他
方
で
単
純
労
働
者
と
し
て
外
国
人
を
安
易
に
受
け
入
れ
る
こ
と
へ
の
反
対
論
も
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。

（
54
）	

Ｎ
Ｈ
Ｋ
取
材
班
『
外
国
人
労
働
力
を
ど
う
受
け
入
れ
る
べ
き
か
―
「
安
い
労
働
力
」
か
ら
「
戦
力
」
へ
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、
二
〇
一
七
年
）、
国

際
連
合
広
報
セ
ン
タ
ー
Ｈ
Ｐ
二
〇
一
〇
年
三
月
三
一
日
の
記
事
「
移
住
者
の
人
権
に
関
す
る
国
連
専
門
家
、
訪
日
調
査
を
終
了
」（https://w

w
w
.unic.

）
七
三
七
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
六
二

or.jp/new
s_press/features_backgrounders/2805/

）、
西
村
Ｈ
Ｃ
Ｍ
事
務
所
Ｈ
Ｐ
「
技
能
実
習
生
」（https://w

w
w
.foreign-w

orkersupport.

com

）
な
ど
を
参
照
。

（
55
）	
前
掲
『
外
国
人
の
受
入
れ
と
日
本
社
会
』、
一
三
〇
～
一
三
一
頁
、
一
九
七
～
二
〇
三
頁
、
外
国
人
技
能
実
習
機
構
Ｈ
Ｐ
「
制
度
の
あ
ら
ま
し
」

（https://w
w
w
.otit.go.jp/

）
を
参
照
。

（
56
）	

比
較
的
最
近
の
記
事
を
あ
げ
る
と
、
技
能
実
習
生
た
ち
の
酷
い
処
遇
に
関
し
て
は
、
東
京
新
聞
Ｈ
Ｐ
二
〇
二
一
年
一
月
二
三
日
の
記
事
「
寒
空

シ
ャ
ワ
ー
、〝
密
〟
な
講
習
…
ず
さ
ん
な
技
能
実
習
制
度
は｢

安
価
な
労
働
力
を
集
め
る
制
度｣

か
〈
夢
見
た
果
て
に
追
い
込
ま
れ
る
ベ
ト
ナ
ム
人

㊦
〉」（https://w

w
w
.tokyo-np.co.jp/article/81622

）、「
失
踪
実
習
生
」
を
再
就
業
さ
せ
よ
う
と
い
う
取
組
み
に
つ
い
て
は
、「
失
踪
実
習
生
に

就
労
許
可
を	

村
長
の
訴
え
」（『
朝
日
新
聞
』
二
〇
二
一
年
五
月
二
三
日
朝
刊
、
九
面
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

（
57
）	

例
え
ば
、
外
国
人
技
能
実
習
機
構
Ｈ
Ｐ
に
あ
る
出
入
国
在
留
管
理
庁
・
厚
生
労
働
省
編
「
技
能
実
習
制
度
運
用
要
領
（
令
和
三
年
四
月
一
日
一

部
改
正
版
）」
の
「
第
六
章	

技
能
実
習
生
の
保
護
」（https://w

w
w
.otit.go.jp/jissyu_unyou/

）
を
一
瞥
す
る
と
、
監
理
団
体
側
が
実
習
生
と
の

間
で
違
約
金
等
を
設
け
る
こ
と
や
、
旅
券
や
在
留
カ
ー
ド
を
保
管
と
称
し
て
取
り
上
げ
て
し
ま
う
こ
と
な
ど
を
禁
止
す
る
条
項
や
、
実
習
生
が
入
管

庁
長
官
や
厚
労
大
臣
に
対
す
る
申
告
権
を
有
す
る
こ
と
な
ど
が
明
示
さ
れ
て
い
る
（
二
九
二
～
二
九
七
頁
）。
こ
う
し
た
当
然
の
権
利
が
、
現
場
の

隅
々
に
ま
で
周
知
さ
れ
、
厳
守
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
に
は
ま
だ
暫
し
の
時
間
を
要
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
58
）	

前
掲
『
入
管
法
概
説
』、
三
五
〇
～
三
五
五
頁
を
参
照
。

（
59
）	

佐
々
木
聖
子
「
技
能
実
習
制
度
に
お
け
る
失
踪
問
題
へ
の
対
応
に
つ
い
て
」（http://w

w
w
.m

oj.go.jp/isa/content/930004592.pdf

）
を
参

照
。
同
文
書
は
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
の
署
名
入
り
で
、
技
能
実
習
制
度
の
監
理
団
体
及
び
団
体
監
理
型
実
習
実
施
者
に
発
信
さ
れ
た
。

（
60
）	

前
掲
『
二
〇
二
〇
入
管
白
書
・
第
一
部
』「
第
四
節	

不
適
正
な
事
案
へ
の
対
処
」、
四
二
頁
、
厚
生
労
働
省
Ｈ
Ｐ
「「
外
国
人
雇
用
状
況
」
の
届

出
状
況
ま
と
め
（
令
和
二
年
一
〇
月
末
現
在
）」（https://w

w
w
.m

hlw
.go.jp/content/11655000/000729116.pdf

）
を
参
照
。

（
61
）	

天
災
や
戦
争
な
ど
か
ら
の
避
難
、
人
種
・
宗
教
・
政
治
的
意
見
な
ど
を
理
由
と
す
る
迫
害
か
ら
の
避
難
を
企
図
す
る
難
民
と
、
経
済
的
な
困
窮

の
た
め
に
住
ん
で
い
た
土
地
を
逃
れ
よ
う
と
す
る
経
済
難
民
は
区
別
さ
れ
、
通
常
後
者
は
難
民
に
含
ま
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
後
者
が
気
の
毒
で
あ
る

こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
が
、
本
人
の
努
力
で
は
如
何
と
も
し
難
い
状
況
に
陥
っ
た
前
者
と
は
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
全
世
界
の
困
窮
者
を
救
済
で

）
七
三
三
（

日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
一
考
察
（
瀧
川
）

二
六
三

き
な
い
以
上
、
ど
こ
か
に
何
ら
か
の
線
引
き
は
必
要
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

（
62
）	

例
え
ば
坂
中
英
徳
は
、
入
管
行
政
の
実
務
経
験
で
得
た
知
見
か
ら
「
人
口
秩
序
の
崩
壊
」
を
訴
え
、
積
極
的
な
移
民
政
策
論
を
力
説
し
て
い
る
。

同
『
日
本
型
移
民
国
家
の
創
造
』（
東
信
堂
、
二
〇
一
六
年
）
ほ
か
を
参
照
。
他
に
も
、
毛
受
敏
浩
『
人
口
激
減	

移
民
は
必
要
で
あ
る
』（
新
潮
社
、

二
〇
一
一
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
63
）	

内
閣
府
Ｈ
Ｐ
「
外
国
人
労
働
者
問
題
に
関
す
る
世
論
調
査
」
図
九
（https://survey.gov-online.go.jp/h12/gaikoku/im

ages/zu09.gif

）

を
参
照
（
平
成
二
年
と
平
成
一
二
年
調
査
の
数
値
を
比
較
し
た
図
）。
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
調
査
は
、
管
見
の
限
り
一
九
八
八
（
昭
和

六
三
）
年
二
月
、
一
九
九
〇
（
平
成
二
）
年
一
一
～
一
二
月
、
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
、
二
〇
〇
四
年
五
月
、
二
〇
一
〇
年
七
月
、
二
〇
一
九
（
令
和

元
）
年
一
一
月
が
あ
る
が
、
別
タ
イ
ト
ル
の
調
査
に
も
関
連
す
る
質
問
が
あ
る
。
例
え
ば
一
九
八
三
年
九
～
一
〇
月
に
実
施
さ
れ
た
「
国
土
の
将
来

像
に
関
す
る
世
論
調
査
」（https://survey.gov-online.go.jp/s58/S

58-09-58-10.htm
l

）
に
は
、「
現
在
、
我
が
国
で
働
く
外
国
人
労
働
者
の
数

は
ご
く
限
ら
れ
た
も
の
で
す
が
、
今
後
二
〇
年
く
ら
い
を
考
え
…
外
国
人
労
働
者
の
受
け
入
れ
に
つ
い
て
」
ど
う
思
う
か
と
質
問
し
て
い
る
。
こ
こ

で
は
「
経
済
大
国
の
国
際
的
責
務
と
し
て
受
け
入
れ
る
べ
き
」
が
四
二
・
三
％
で
最
多
で
あ
る
が
、「
日
本
の
社
会
が
不
安
定
に
な
る
の
で
受
け
入
れ

な
い
方
が
よ
い
」
も
三
六
・
四
％
を
示
し
て
い
る
。

（
64
）	

同
右
、
図
一
〇
（https://survey.gov-online.go.jp/h12/gaikoku/im

ages/zu10.gif

）、
図
一
一
（https://survey.gov-online.go.jp/

h12/gaikoku/im
ages/zu11.gif

）
を
参
照
。

（
65
）	

黒
川
貢
三
郎
・
瀧
川
修
吾
『
近
代
日
本
政
治
史
Ⅱ	

大
正
・
昭
和
前
期
』（
南
窓
社
、
二
〇
〇
六
年
）
ほ
か
を
参
照
。

（
66
）	

水
野
直
樹
・
文
京
洙
『
在
日
朝
鮮
人	

歴
史
と
現
在
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
）、
田
中
宏
『
在
日
外
国
人	

第
三
版
～
法
の
壁
、
心
の
溝
』

（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
）
な
ど
を
参
照
。
戦
前
に
は
盛
期
約
二
百
三
十
万
人
に
も
達
し
て
い
た
在
日
朝
鮮
人
の
内
、
六
十
四
万
七
千
六
人
が
日

本
に
残
留
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
（
田
中
前
掲
書
、
六
一
頁
）。

（
67
）	

入
管
法
第
六
一
条
の
二
の
六
（
同
改
正
案
第
六
一
条
の
二
の
九
第
四
項
第
一
号
）。
言
う
ま
で
も
な
く
、
ノ
ン
ル
フ
ー
ル
マ
ン
の
原
則
は
、
難

民
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
は
な
い
者
が
特
定
の
国
に
居
座
る
自
由
を
保
障
す
る
も
の
で
は
な
い
（
前
掲
「
難
民
条
約
」、
四
八
～

四
九
頁
）。
天
賦
の
も
の
と
し
て
地
球
市
民
に
完
全
な
る
移
動
の
自
由
を
保
障
せ
よ
と
い
う
議
論
と
は
、
別
次
元
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

）
七
三
三
（



日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
一
考
察
（
瀧
川
）

二
六
三

き
な
い
以
上
、
ど
こ
か
に
何
ら
か
の
線
引
き
は
必
要
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

（
62
）	

例
え
ば
坂
中
英
徳
は
、
入
管
行
政
の
実
務
経
験
で
得
た
知
見
か
ら
「
人
口
秩
序
の
崩
壊
」
を
訴
え
、
積
極
的
な
移
民
政
策
論
を
力
説
し
て
い
る
。

同
『
日
本
型
移
民
国
家
の
創
造
』（
東
信
堂
、
二
〇
一
六
年
）
ほ
か
を
参
照
。
他
に
も
、
毛
受
敏
浩
『
人
口
激
減	

移
民
は
必
要
で
あ
る
』（
新
潮
社
、

二
〇
一
一
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
63
）	

内
閣
府
Ｈ
Ｐ
「
外
国
人
労
働
者
問
題
に
関
す
る
世
論
調
査
」
図
九
（https://survey.gov-online.go.jp/h12/gaikoku/im

ages/zu09.gif

）

を
参
照
（
平
成
二
年
と
平
成
一
二
年
調
査
の
数
値
を
比
較
し
た
図
）。
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
調
査
は
、
管
見
の
限
り
一
九
八
八
（
昭
和

六
三
）
年
二
月
、
一
九
九
〇
（
平
成
二
）
年
一
一
～
一
二
月
、
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
、
二
〇
〇
四
年
五
月
、
二
〇
一
〇
年
七
月
、
二
〇
一
九
（
令
和

元
）
年
一
一
月
が
あ
る
が
、
別
タ
イ
ト
ル
の
調
査
に
も
関
連
す
る
質
問
が
あ
る
。
例
え
ば
一
九
八
三
年
九
～
一
〇
月
に
実
施
さ
れ
た
「
国
土
の
将
来

像
に
関
す
る
世
論
調
査
」（https://survey.gov-online.go.jp/s58/S

58-09-58-10.htm
l

）
に
は
、「
現
在
、
我
が
国
で
働
く
外
国
人
労
働
者
の
数

は
ご
く
限
ら
れ
た
も
の
で
す
が
、
今
後
二
〇
年
く
ら
い
を
考
え
…
外
国
人
労
働
者
の
受
け
入
れ
に
つ
い
て
」
ど
う
思
う
か
と
質
問
し
て
い
る
。
こ
こ

で
は
「
経
済
大
国
の
国
際
的
責
務
と
し
て
受
け
入
れ
る
べ
き
」
が
四
二
・
三
％
で
最
多
で
あ
る
が
、「
日
本
の
社
会
が
不
安
定
に
な
る
の
で
受
け
入
れ

な
い
方
が
よ
い
」
も
三
六
・
四
％
を
示
し
て
い
る
。

（
64
）	

同
右
、
図
一
〇
（https://survey.gov-online.go.jp/h12/gaikoku/im

ages/zu10.gif

）、
図
一
一
（https://survey.gov-online.go.jp/

h12/gaikoku/im
ages/zu11.gif

）
を
参
照
。

（
65
）	

黒
川
貢
三
郎
・
瀧
川
修
吾
『
近
代
日
本
政
治
史
Ⅱ	
大
正
・
昭
和
前
期
』（
南
窓
社
、
二
〇
〇
六
年
）
ほ
か
を
参
照
。

（
66
）	

水
野
直
樹
・
文
京
洙
『
在
日
朝
鮮
人	

歴
史
と
現
在
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
）、
田
中
宏
『
在
日
外
国
人	

第
三
版
～
法
の
壁
、
心
の
溝
』

（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
）
な
ど
を
参
照
。
戦
前
に
は
盛
期
約
二
百
三
十
万
人
に
も
達
し
て
い
た
在
日
朝
鮮
人
の
内
、
六
十
四
万
七
千
六
人
が
日

本
に
残
留
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
（
田
中
前
掲
書
、
六
一
頁
）。

（
67
）	

入
管
法
第
六
一
条
の
二
の
六
（
同
改
正
案
第
六
一
条
の
二
の
九
第
四
項
第
一
号
）。
言
う
ま
で
も
な
く
、
ノ
ン
ル
フ
ー
ル
マ
ン
の
原
則
は
、
難

民
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
は
な
い
者
が
特
定
の
国
に
居
座
る
自
由
を
保
障
す
る
も
の
で
は
な
い
（
前
掲
「
難
民
条
約
」、
四
八
～

四
九
頁
）。
天
賦
の
も
の
と
し
て
地
球
市
民
に
完
全
な
る
移
動
の
自
由
を
保
障
せ
よ
と
い
う
議
論
と
は
、
別
次
元
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

）
七
三
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
六
四

（
68
）	

入
管
庁
Ｈ
Ｐ
（http://w

w
w
.m

oj.go.jp/isa/law
s/bill/05_00006.htm

l#m
idashi08

）
に
よ
れ
ば
、「
難
民
認
定
申
請
者
数
は
、
平
成
一
七

年
に
は
約
四
百
人
で
」
あ
っ
た
が
、「
平
成
二
二
年
に
申
請
か
ら
六
か
月
後
に
一
律
に
就
労
を
認
め
る
運
用
を
始
め
た
と
こ
ろ
、
申
請
者
数
は
、
平

成
二
二
年
（
約
一
千
二
百
人
）
か
ら
平
成
二
九
年
（
約
二
万
人
弱
）
の
七
年
間
で
、
約
十
六
倍
に
増
加
し
」
た
。「
そ
こ
で
、
平
成
三
〇
年
に
、
こ

う
し
た
難
民
と
し
て
の
保
護
を
求
め
る
本
来
の
制
度
趣
旨
に
そ
ぐ
わ
な
い
申
請
（
濫
用
・
誤
用
的
な
申
請
）
の
場
合
に
は
在
留
や
就
労
を
認
め
な
い

と
す
る
在
留
資
格
上
の
措
置
に
つ
い
て
、
よ
り
厳
格
な
運
用
を
始
め
た
と
こ
ろ
、
平
成
三
〇
年
の
申
請
者
数
（
約
一
万
人
）
は
、
平
成
二
九
年
か
ら

半
減
し
」
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
申
請
者
を
入
管
施
設
に
収
容
し
た
り
、
就
労
を
認
め
ず
に
仮
放
免
し
た
り
す
る
運
用
は
、
偽
装
滞
在
者
に
は
き
わ

め
て
有
効
な
反
面
、
公
費
で
の
生
活
費
負
担
や
失
踪
の
リ
ス
ク
を
伴
う
。
ま
た
、
真
に
庇
護
を
求
め
て
い
る
難
民
た
ち
か
ら
す
れ
ば
、
同
制
度
の
悪

用
は
許
し
が
た
い
妨
害
行
為
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
一
刻
も
早
い
改
善
が
望
ま
れ
る
。

（
69
）	

入
管
庁
Ｈ
Ｐ
「
難
民
認
定
審
査
の
処
理
期
間
の
公
表
に
つ
い
て
」（http://w

w
w
.m

oj.go.jp/isa/publications/m
aterials/nyuukokukanri	

03_00029.htm
l

）
を
参
照
。

（
70
）	

入
管
法
改
正
案
第
四
四
条
の
二
、
第
五
二
条
の
二
。

（
71
）	

前
掲
『
外
国
人
の
受
入
れ
と
日
本
社
会
』、
二
〇
八
～
二
二
六
頁
、
前
掲
『
入
管
法
概
説
』、
三
四
〇
～
三
四
一
頁
を
参
照
。

（
72
）	

前
掲
『
外
国
人
の
受
入
れ
と
日
本
社
会
』、
三
一
二
頁
を
参
照
。

）
七
三
六
（

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

二
六
五

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例

中
　
　
村
　
　
　
　
　
進

第
一
章

　
は
じ
め
に

本
稿
は
、
欧
州
連
合
（
以
下
、
Ｅ
Ｕ
）
に
お
け
る
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
中
の
裁
判
管
轄
に
関
し
て
下
さ
れ
た
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所

（
１
）

の
判
決

を
、
対
象
を
電
子
商
取
引
と
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
不
法
行
為
に
関
す
る
も
の
に
絞
っ
て
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
法
へ
の
示
唆
を
得

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
筆
者
は
、
既
に
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
電
子
商
取
引
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
論
文
を
公
表
し
て
い
る
が

（
２
）

、
本
稿

は
、
そ
こ
で
は
充
分
に
扱
う
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
主
要
な
判
例
を
紹
介
し
、
若
干

の
検
討
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

最
近
、
電
子
商
取
引
や
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
不
法
行
為
に
関
し
て
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
に
つ
い
て
の
Ｅ
Ｕ
判
例
を
含
む
欧
州
諸
国
の
判

例
を
紹
介
し
た
文
献

（
３
）

が
多
く
見
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
で
充
分
で
あ
る
と
も
考
え
た
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
特
定
事
項
に
焦
点
を
当

論
　
説

）
七
九
三
（


